
功
・
次
に
よ
る
昇
進
制
度
の
形
成

佐

藤

達

良日

は

じ

め

に

一
功
と
努
、
特
に
前
者
の
性
質
に
つ
い
て

二
先
秦
期
に
お
け
る
軍
功
の
許
債

三
前
漢
に
お
け
る
獲
化
|
|
爵
よ
り
官
位
へ
、
軍
功
よ
り
勤
務
日
数
へ
ー
ー
ー

結
び
に
代
え
て

- 33ー

t主

じ

め

漢
代
に
お
い
て
、
後
世
と
同
様
の
勤
務
回
数
の
評
債
に
よ
る
官
吏
の
段
階
的
な
昇
進
、
い
わ
ゆ
る
「
功
次
」
に
よ
る
昇
進
の
制
度
が
あ
り、

〈

1
)

大
半
の
官
更
が
そ
れ
に
よ
っ
て
昇
進
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
前
稿
で
漢
代
の
人
事
制
度
全
瞳
の
瞳
系
を
考
え

る
た
め
に
、
こ
の
所
調
功
次
に
よ
る
昇
進
と
諸
科
目
の
察
奉
と
が
、
と
も
に
下
級
機
関
の
考
課
に
基
づ
く
一
種
の
推
奉
で
あ

っ
た
こ
と
、
そ
こ

(

2

)

 

に
漢
代
の
人
事
制
度
の
い
わ
ば
分
散
的
性
格
の
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
た
だ
、
功
次
に
よ
る
昇
進
が
他
科
目
の
察
奪
に
比
し
て
意
外
に

多
く
は
な
い
と
い
う
前
稿
の
指
摘
は
、
近
出
の
予
湾
漢
衡
に
よ
り
や
や
修
正
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
東
海
郡
下
轄
長
吏
名
籍
」
に
よ
れ
ば
六
割

(

3

)

 

の
長
吏
が
「
功
〔
次
〕
を
以
て
」
昇
進
し
て
き
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
漢
代
、
官
吏
の
昇
進
手
段
の
過
半
を
占
め
た
功
次
つ
ま
り
年
功
序
列
に
よ
る
昇
進
制
度
は
ど
の
よ
う
な
起
源
を
持
ち
、
形
成
さ

673 
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れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
漢
代
の
こ
の
制
度
が
後
世
の
昇
進
制
度
の
租
型
を
な
し
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
起
源
と
成
立
過
程
を
探
る
こ

と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
後
世
に
結
く
昇
進
制
度
の
そ
れ
を
探
る
こ
と
で
も
あ
る
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、
孝
廉
等
の
察
奉
制
度
に
比
し
研
究
が
浅
い

た
め
に
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
今
ま
で
十
分
な
検
討
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
は
こ
の
黙
を
検
討
し
、
同
時
に
そ
れ
を
通
じ
て
、

後
世

と
同
じ
く
年
功
序
列
的
な
昇
進
制
度
と
言
レ
な
が
ら
、
漢
代
の
そ
れ
に
見
ら
れ
る
濁
自
の
特
徴
を
説
明
、
そ
の
歴
史
的
な
特
質
を
明
ら
か
に
し

ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

更
に
、
最
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
制
度
の
確
立
し
た
こ
と
は
、
官
僚
制
金
値
の
安
定
を
粛
す
の
み
な
ら
ず
、
や
が
て
次
の
時
代
に
貴
族

的
官
制
が
形
成
さ
れ
る
た
め
の
大
き
な
一
因
と
も
な
っ
た
と
致
想
さ
れ
る
。
年
功
序
列
に
よ
る
自
動
的
な
昇
進
が
保
護
さ
れ
て
初
め
て、

各
出

身
に
腔
じ
た
昇
進
経
路
が
安
定
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
は
、
緩
く
貌
呂田南
北
朝
時
代
の
貴
族
制
の
成
立
を
探
る
た
め
の
、

一
つ
の
議
備
作

業
で
も
あ
る
。

以
上
の
目
的
の
も
と
本
稿
で
は
、
漢
代
の
功
次
に
よ
る
昇
準
制
度
に
つ

い
て
、

そ
の
漢
代
に
お
け
る
貫
睦
と
起
源
、
及
び
漢
代
に
至
る
襲
濯

- 34ー

の
過
程
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

功
と
務
、
特
に
前
者
の
性
質
に
つ
い
て

先
述
の
通
り
、
漢
代
官
吏
の
勤
務
成
績
は
「
功
」

「
第
」
に
よ
り
評
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
進
境
の
下
級
軍
吏
の
み
な
ら
ず
内
地
の
高
級

文
官
に
も
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
次
の
居
延
奮
簡
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

図
十
一
月
五
日

長
信
少
府
丞
王
渉
第
一
歳
九
月
七
日

四

一
・
一一

一
一

(

4

)

 

五
三

・
七

図
九
日

信
都
相
長
史
呉
辱
功

一
第
三
歳
六
日
図

ま
た
、
先
述
の
晋
ノ
商
簡

「長
吏
名
籍
」
に
は
前
漢
末
期
、
東
海
郡
管
下
の
各
線
の
二
百
石
以
上
の
長
吏
の
昇
進
経
路
が
記
さ
れ
て
あ
り
、

そ
の

中

過
牢
の
者
が

「
功
次
を
以
て
」
昇
進
し
て
き
て
い
る
。

」
れ
ら
の
者
も
や
は
り

「功
」

「第」

の
評
債
に
基
づ
き
昇
進
し
た
と
思
わ
れ



る
と
こ
ろ
で
漢
簡
の
人
事
記
録
に
見
え
る
「
功
」

日

数

単

位

で

数

え
ら
れ
る
後
者
が
勤
務
期
聞
に
嘗
た
る
の
は
明
ら
か
だ

が
、
一
方
、
個
数
で
数
え
ら
れ
る
前
者
に
つ
い
て
は
従
来
や
や
陵
昧
に
附
さ
れ
て
き
た
節
が
あ
る
。
即
ち
大
庭
氏
は
そ
れ
を

「
戦
陣
で
敵
の
首

を
取
る
と
か
、
卒
時
に
盗
賊
を
捕
ら
え
る
と
か
の
ご
と
く
、
他
の
人
に
は
な
く
て
、
そ
の
人
の
み
が
有
す
る
特
別
な
て
が
ら
と
し
て
よ
い
の
で

(

5

)

(

6

)

 

は
な
い
か
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
朱
紹
侯
氏
も
そ
れ
を
軍
功
と
し
て
簡
単
に
片
づ
け
て
い
る
。

し
か
し
、

長
信
少
府
丞
や
信
都
相
長
史
と
い
っ
た

「努」

の
う
ち
、

内
地
の
文
官
は
無
論
の
こ
と
、
連
境
の
軍
吏
に
あ
っ
て
も
、
前
漢
後
期
よ
り
後
漢
初
期
に
か
け
て
の
時
期
、

軍
功
を
あ
げ
う
る
戦
闘
の
機
舎
が

さ
ほ
ど
頻
繁
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
劃
し
最
近
、
胡
卒
生
氏
の
新
た
な
設
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
第
四
年
が
功
一

つ

(

7

)

 

に
換
算
さ
れ
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

氏
が
第
一
に
論
擦
と
さ
れ
た
の
は
次
の
居
延
新
簡
で
あ
る
。

居
延
甲
渠
候
官
第
十
照
長
公
乗
徐
曹
功
賂

中
功
一
第
二
歳

能
室
田
舎
計
治
官
民
頗
知
律
令
文

篤
吏
五
歳
三
月
十
五
日

- 35ー

居
延
鳴
沙
里
家
去
大
守
府
千
六
十
三
里
産
居
延
勝

其
六
月
十
五
日
河
卒
二
年
三
年
四
年
秋
試
射
以
令
賜
第

口
令

其
十
五
日
河
卒
元
年
陽
朔
元
年
病
不
矯
第

E
.
p
.
T
五
O
H
一O

居
延
豚
人

(

8

)

 

(
居
延
甲
渠
候
官
第
十
一
燈
長
、
爵
は
公
乗
の
徐
語
の
功
勝
。
そ
の
功
は
一
つ
、
努
は
二
年
に
嘗
た
る
。
う
ち
六
ヶ
月
十
五
日
分
は
河
卒
二
年
よ
り
四
年
ま

で
の
秋
試
で
射
撃
を
し
て
令
の
規
定
に
則
り
賜
わ
る
。
(
以
上
、
令
の
規
定
に
合
致
。
〉

書
、
曾
計
、
官
民
の
治
事
を
能
く
し
、
律
令
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。

「
文
」
(
意
味
不
明
)
。
本
籍
地
は
居
延
際
鳴
沙
塁
、
家
は
太
守
府
か
ら
離
れ
る
こ
と
千
六
十
三
塁
。
居
延
燃
の
生
ま
れ
。
吏
と
な
っ
て
以
来
五
年
三
ヶ
月

十
五
日
、
う
ち
十
五
日
は
河
卒
元
年
と
陽
朔
元
年
に
病
気
の
た
め
勤
務
日
教
に
入
れ
ず
。
居
延
豚
の
人
。
〉

要
約
す
れ
ば
、
氏
は
第
三
段
の
「
魚
吏
五
歳
三
月
十
五
日
」
と
第
一
欄
「
功
一
努
二
歳
」
と
の
不
一
致
に
注
目
し
、

四
歳
H
功
一
、
と
の
換
算

率
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
病
休
に
よ
る
不
鉱
労
と
秋
射
に
よ
る
賜
第
を
計
入
し
て
も
多
少
数
の
合
わ
な
い
分
は
、
簡
の
左
側
の
残
依
部
分
に

675 

更
に
賜
奪
第
の
記
載
の
あ
っ
た
た
め
、

と
推
測
す
る
。
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氏
の
第
二
の
論
擦
は
、
漢
簡
に
見
え
る
長
吏
か
ら
少
吏
ま
で
〈
無
論
後
者
が
断
然
多
い
)
の
功
第
の
記
録
中
、

務
が
三
年
蓋
を
上
限
と
し

四

年
以
上
の
例
の
絶
え
て
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
の
貼
に
つ
き
検
討
す
れ
ば
、
確
か
に
簡
の
左
側
に
は
文
字
の
右
端
ら
し
き
も
の
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。
が
、

こ
の
簡
の
左
端
は
き
れ
い
に
一
直
線
に
切
ら
れ
て
お
り
、
も
と
の
文
書
が
こ
の
左
側
に
さ
ら
に
綾
い
て
お
り
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
事
情
で
切
り

と
ら
れ
た
と
見
る
に
は
や
や
不
自
然
で
あ
る
こ
と
が
一
つ
。
ま
た
、
氏
の
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
第
一
欄
左
端
列
の
秋
射
賜
第
の
記
載
の
更
に
左

に
秋
射
賜
第
の
記
載
の
あ
っ
た
、
或
い
は
第
三
欄
の
左
端
に
更
に
奪
第
の
記
載
の
あ

っ
た
、
と
い
う
の
は
書
式
の
上
か
ら
不
自
然
で
あ
る
の
が

一
つ
。
こ
れ
ら
、
氏
の
説
明
に
は
い
く
つ
か
納
得
の
い
か
な
い
黙
が
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
多
少
の
誤
差
は
あ
る
も
の
の
確
か
に
勢
四
年
H
功

一
、
と
し
た
と
き
の
こ
の
簡
に
お
け
る
「
震
吏
」
の
日
放
と
「
傍
」
の
日
数
と
の
不

一
致
を
比
較
的
よ
く
説
明
で
き
る
。

第
二
の
黙
に
つ
レ
て
。
漢
簡
に
見
え
る
功
第
の
記
載
中
、
三
年
数
ヶ
月
に
及
ぶ
も
の
が
数
例
見
ら
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
四
年
以
上
に
な
る
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で
は
居
延
の
少
吏
は
一
般
に
四
年
以
上
に
わ
た
り
勤
務
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

〈

9
〉

貼
に
つ
い
て
は
、
李
均
明
・
劉
軍
南
氏
の
連
著
に
な
る
「
居
延
漢
筒
居
延
都
尉
輿
甲
渠
候
官
人
物
志
」
が
あ
る
程
度
参
考
に
な
る。

雨
氏
は
漢

も
の
は
確
か
に
一
例
も
見
ら
れ
な
い
。

簡
に
見
え
る
居
延
都
尉
・
甲
渠
候
の
人
名
を
集
め
た
上
で
、

そ
の
任
期
が
ど
れ
だ
け
の
期
聞
に
及
ん
だ
か
を
検
討
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

ま
ず
居
延
都
尉
・
徳
の
在
任
期
聞
は
少
な
く
と
も
五
鳳
三
年
十
月
か
ら
甘
露
二
年
九
月
ま
で
に
亙
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど

三
年
に
な
る
。
そ
の
後
の
在
任
期
聞
は
長
く
な
い
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
計
十
五
名
の
都
尉
の
名
と
在
任
時
期
が
翠
げ
ら
れ
て
レ
る
が
、

う
ち

確
寅
に
上
限
と
下
限
の
確
定
で
き
る
も
の
は
徳
の
み
で
あ
る
。

次
に
甲
渠
候
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
奉
げ
ら
れ
る
計
二
十
五
名
〈
守
任
の
者
を
含
む
)
の
甲
渠
候
の
う
ち
、
確
寅
に
最
低
限
ど
れ
だ
け
の
開
在
任

し
た
か
を
確
認
で
き
る
人
物
は
次
の
三
名
で
あ
る
。

漢
強
い
一
脚
億
四
年
五
月
J
甘
露
三
年
三
月
日
六
年
十
ヶ
月
。

喜
ン
初
一
元
四
年
二
月
J
永
光
五
年
正
月
町
六
年
。



誼
日
建
始
元
年
九
月
J
河
卒
五
年
正
月
H
七
年
四
ヶ
月
。

あ
る
。

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
、
彼
ら
が
そ
の
時
期
に
在
任
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
、
貫
際
の
任
期
は
も
っ
と
長
か

っ
た
は
ず
で

七
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
李
氏
ら
は
い
う
、

に
も
拘
わ
ら
ず
、
既
に
彼
ら
の
任
期
は
六
、

「
以
上
よ
り
西
漢
時
期
の

候
官
の
候
の
任
期
は
一
般
に
比
較
的
長
か

っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
例
え
ば
候
の
破
胡
・
漢
彊
・
誼
の
任
期
は
皆
少
な
く
と
も
六
年
以
上
に

亙
る
の
で
あ
る
。
」

確
貫
に
任
期
の
確
認
で
き
る
者
だ
け
を
見
た
と
き
、

そ
の
い
ず
れ
も
が
六
年
以
上
の
開
勤
務
し
績
け
て
い
た
。
聞
ち
そ
れ
は
特
例
な
の
で
は

な
く
、
都
候
一
般
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
他
地
よ
り
赴
任
す
る
六
百
石
の
長
更
で
あ
る
郭
候
が
そ
う
で
あ
っ
た
以
上
、
現
地

任
用
さ
れ
る
百
石
以
下
の
少
吏
の
任
期
も
や
は
り
そ
の
程
度
か
或
い
は
そ
れ
以
上
に
及
ん
だ
と
見
る
の
が
安
嘗
で
あ
る
。
即
ち
、
長
吏
よ
り
少

吏
に
至
る
ま
で
、
皆
が
四
年
未
満
で
任
期
を
終
え
て
い
た
、
と
は
甚
だ
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

に
も
拘
わ
ら
ず
第
が
四
年
以
上
に
な
る
例
の

- 37ー

見
ら
れ
な
い
と
い
う
事
賞
、
こ
れ
は
第
四
年
H
功

て

と
考
え
た
と
き
最
も
よ
く
理
解
で
き
る。

以

上

、

氏

の

論

擦

の

第

一
貼
に
つ
い
て
は
書
式
の
上
か
ら
疑
問
は
残
る
も
の
の
強
く
否
定
す
る
理
由
も
な

く
、
ま
た
第
二
黙
に
つ
い
て
も
氏
の
読
に
よ
り
整
合
的
に
理
解
し
う
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
こ
で
私
は
も
う

一
つ
、
氏
の
設
を
裏
附
け
る
材

胡
氏
の
読
を
検
討
し
た
結
果
、

料
を
提
示
し
た
い
。
そ
れ
は
敦
埠
馬
圏
構
出
土
の
次
の
簡
で
あ
る
。

玉
門
千
秋
隠
長
敦
埋
武
安
里
公
乗
呂
安
漠
年
品
川
七
歳
長
七
尺
六
寸
紳
曾
四
年
六
月
辛
酉
除
功
一
第
三
歳
九
月
二
日
其
対
日

D
一一

八
六
A

父
不
幸
死
憲
(
寧
の
誤
〉
定
功
一
第
三
歳
入
月
二
日
詑
九
月
晦
庚
民
放
不
史
今
史

D
一
一
八
六
B
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(
玉
門
千
秋
隠
長
、
敦
煙
武
安
里
の
爵
は
公
乗
の
呂
安
漢
、
年
は
三
十
七
歳
。
身
長
七
尺
六
寸
。
紳
爵
四
年
六
月
辛
直
に

〔現
在
の
官
に
〕
除
任
さ
れ
る
。

そ
の
功
は
一
個
、
努
は
三
年
九
ヶ
月
二
日
、
う
ち
三
十
日
は
父
が
死
に
忌
引
き
で
勤
務
に
入
れ
ず
、
差
し
引
き
功
は
一
個
、
労
は
三
年
八
ヶ
月
二
日
に
な

る
。
九
月
晦
庚
戊
ま
で
。
も
と
史
で
な
か
っ
た
が
今
は
史
で
あ
る
。
)
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他
に
類
例
の
な
い
書
式
で
、
こ
の
簡
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
文
書
に
嘗
た
る
か
は
明
言
で
き
な
い
が
、
内
容
に
つ
い
て
見
れ
ば
黙
長
目
安
漢
の

「
務
」
が
紳
鰐
四
年
六
月
辛
酉
(
二
九
日
〉
か
ら
数
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

一方、

「
詑
九
月
晦
庚
氏
」
と
あ
り
こ
れ
が
下
限

三
十
日
は
父
の
憂
に
よ
り
官
を
一
時
休
ん
で
い
る
ら
し
く
、

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
干
支
よ
り
甘
露
三
年
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
一
紳
鰐
四
年
六
月
か
ら
甘
露
三
年
九
月
ま
で
は
七
年
三
ヶ
月
に
な
る
。
う
ち

そ
れ
を
引
く
と
七
年
二
ヶ
月
と
な
る
。
こ
こ
で
功
日
四
年
と
す
る
と
、
功
一
、

第

三
歳
二
月
に
な
る
。
彼
の
功
一
第
三
歳
八
月
二
日
と
の
聞
に
は
六
月
ほ
ど
の
聞
き
が
あ
る
が
、
秋
射
賜
第
の
分
と
見
れ
ば
問
題
は
な
い
。
六
月

七
回
の
秋
射
に
よ
っ
て
十
分
に
得
ら
れ
る
量
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
こ
の
筒
よ
り
再
び
、
功
H
第
四
歳
、
の
胡
氏
説

は
矢
十
二
本
分
に
な
り
、

が
補
強
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

無
論
、
功
の
得
ら
れ
る
手
段
は
こ
れ
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
次
の
所
謂

「
表
彰
朕
」
簡
が
あ
る
。

図
候
官
窮
虜
照
長
替
長
皐
立
中
功
五
階
勿

三
月
能
書
曾
計
治
官
民
頗
知
律
令
文
年
品川
歳
長
七
尺
五
寸
雁
令
居
延
中
宿
里
家
去
官
七
十
五
里

腐
居
延
部

八
九
・

二
四
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〈
:
:
:
侯
官
窮
虜
熊
長
、
爵
は
替
裳
の
皐
立
。
功
は
五
個
、
持
は
三
月
に
相
賞
。
書
、
曾
計
、
官
民
の
治
事
を
能
く
し
よ
く
律
令
を
知
っ
て
い
る
。
文
。
年

は
三
十
歳
、
身
長
七
尺
五
寸
。
令
の
規
定
に
合
致
。
本
籍
居
延
中
宿
里
、
家
は
候
官
を
去
る
こ
と
七
十
五
塁
。
居
延
部
に
属
す
。
〉

時
限
長
の
車
立
は
三
十
歳
に
し
て
五
つ
の
功
を
持

っ
て
い
る
。
功
H
四
年
と
す
れ
ば
彼
は
二
十
年
徐
り
を
勤
務
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼

は
三
十
歳
な
の
で
二
十
年
勤
務
と
す
れ
ば
十
歳
か
ら
勤
務
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
秋
射
賜
労
を
入
れ
て
も
一
回
の
試
験
で
得
ら
れ
る
最
高
値

が
九
十
日
、
四
回
日
四
年
で
や
っ
と
一
年
に
な
る
。
理
論
上
、
彼
が
十
四
歳
で
出
仕
し
て
十
六
年
の
秋
射
で
連
績
し
て
全
中
を
得
た
場
合
に
五

つ
の
功
数
が
得
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
寅
際
に
は
あ
り
得
な
い
。
即
ち
、
彼
の
功
五
の
う
ち
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
は
第
か
ら
換
算
さ
れ
た
も
の

以
外
を
含
む
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
或
い
は
大
庭
氏
の
言
わ
れ
る
如
く
斬
首
な
い
し
は
捕
賊
等
の
功
績
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。

た
だ
、
こ
の
簡
の
よ
う
に
五

つ
に
も
及
ぶ
功
放
は
現
在
知
ら
れ
る
簡
の
中
で
は
例
外
に
麗
し
、
他
の
ほ
と
ん
ど
の
ケ
l
ス
で
は
一

や
は
り
大
抵
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
功
は
第
か
ら
の
換
算
に
よ
り
得
ら
れ
た
も
の
と
見

乃
至
せ
い
ぜ
い
二
個
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、



る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
第
四
年
が
功
一
つ
に
換
算
さ
れ
る
こ
と
、
故
に
功
・

第
い
ず
れ
も
質
質
と
し
て
は
官
吏
の
勤
務
期
聞
を
表
現
す
る
こ
と
を
、
胡
氏
の

設
に
依
援
し
再
確
認
し
た
。
戦
闘
に
預
か
り
得
な
い
内
地
の
文
官
た
ち
は
無
論
、
大
半
の
遁
境
軍
吏
も
こ
の
よ
う
に
し
て
「
功
」
を
得
て
い
た

の
で
あ
る
。
即
ち
漢
代
に
於
い
て
、
功
と
第
に
よ
る
官
吏
の
勤
務
評
債
と
昇
進
の
制
度
と
は
換
言
す
れ
ば
主
と
し
て
勤
務
日
数
の
評
慣
に
よ
る

も
の
、

と
言
い
切
っ
て
大
過
な
か
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
勤
務
年
数
を
わ
ざ
わ
ざ
「
功
」
と
い
う
全
く
別
の
翠
位
に
換
算
す
る
如
き
、
一
見
不
思
議
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
な
ぜ
「
第
七
歳
」
で
な
く
「
功
一
・
第
三
歳
」
と
言
い
換
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
無
論
、
官
吏
の
考
課
に
嘗
た

っ
て
数
年
を

一

単
位
と
す
る
の
は
何
も
漢
代
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
唐
令
に
は
六
品
以
下
の
官
が
四
年
を
満
期
と
す
る
旨
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

る

諸
そ
内
外
六
口
間
以
下
、

南
階
を
進
む
。

四
考
満
ち
て
皆
中
中
考
な
れ
ば
因
り
て
一
階
を
進
め
、
二
中
上
考
ご
と
に
ま
た
雨
階
を
進
め
、

(
『
唐
令
拾
遺
』
・
復
元
選
翠
令
第
七
篠
〉

一
上
下
考
ご
と
に
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但
し
、
こ
の
よ
う
な
唐
代
の
規
定
と
右
に
述
べ
た
漢
代
の
規
定
と
の
聞
に
は
、
大
き
な
遣
い
が
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
四
考
の
各

「考」

唐

代
で
は
一
年
〉

ご
と
に
考
課
が
行
わ
れ
、

そ
の
成
績
に
基
づ
き
進
退
が
行
わ
れ
る
。

「考
」
は
一
年
乃
至
数
年
に

一
度
行
わ
れ
る
考
課
そ
の
も

の
を
意
味
し
、
個
数
で
あ
る
以
上
に
そ
の
内
容
が
問
わ
れ
る
。
こ
れ
が
俸
統
的
な
「
三
載
考
績
、
三
考
賭
捗
」
の
理
念
を
背
景
と
す
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
劃
す
る
後
者
で
は
、
勤
務
日
数
「
第
」
か
ら
換
算
さ
れ
た
「
功
」
は
、
残
り
の
端
数
の
「
第
」
と
並
ん
で
そ
れ
自
躍
が
考

課
の
封
象
と
な
る
。

「
功
」
は
あ
く
ま
で
個
数
に
、
過
ぎ
ず
、
そ
の
内
容
如
何
は
問
わ
れ
な
い
。
故
に
、

ま
た
コ
二
載
考
績
、
三
考
賠
捗
」
の
如
き
数
年
に
一
度
の
考
課
と
も
遣
っ
た
、
特
別
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
も
な
け
れ
ば
讃
み
替
え
の
意
味
が
な
い
。

「功
」
に
は
単
な
る
勤
務
日
数
「
第
」

と
は
異
な
り
、

679 

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
漢
簡
の
「
功
」
の
内
容
に
つ
い
て
嘗
て
大
庭
氏
は
戦
陣
で
の
首
級
や
捕
賊
な
ど
の
特
別
の
手
柄
、
朱
氏
は
軍
功
と
し
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T乙

貫
際
に
は

「功」

が

「第
」

よ
り
換
算
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、

雨
氏
の
指
摘
は

「功
」

の
元
来
の
意
味
を
考
え
る
上
で
重

要
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
韓
非
子
・
定
法
篇
に
も
漢
代
の
功
努
評
定
制
度
の
源
流
と
思
わ
れ
る
「
一商一
君
の
法
」
に
つ
い
て
「
斬
首
の
功
」

に
昨
応
じ
て
偶
位

・
官
位
を
輿
え
る
と
の
規
定
が
見
え
る
。
ま
た
、
江
陵
張
家
山
漢
衡
に
は
一
八
四
枚
の
簡
か
ら
成
る
「
功
令
」

(
前
漢
最
初
期
の

も
の
と
さ
れ
る
)
が
含
ま
れ
、
寓
員

・
四
梓
文
は
未
公
表
な
が
ら
、

そ
こ
に
は

「溢
境
防
衛
に
蛍
た
り
敵
を
殺
し
て
立
て
た
功
の
具
瞳
的
な
記
録
の

更
に
官
位
を
衣
第
に
昇
準
さ
せ
て
い
く
順
序
」

が
-記
さ
れ
て
い
る
と
い
う。

(
m
M
)
 

筒
報
に
擦
れ
ば
そ
こ
に
は
軍
陣
で
の
殺
敵
の
功
に
鷹
じ
た
昇
進
規
定
が
あ
る
ら
し
い
。

仕
方
と
そ
の
詳
細
な
規
定
、

詳
し
い
内
容
は
不
明
な
も
の

の

漢
代、

功
労
評
定
の
規
定
は
功
令
に
入

っ
て
い
た
は

端
的
に
言
え
ば

(

江

)

功
で
あ
っ
た
と
珠
測
さ
れ
る
。

前
漢
最
初
期
そ
の
功
令
中
に
軍
功
に
腔
じ
た
官
位
昇
進
の
規
定
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
も
、

漠
代
に
お
け
る
貫
鐙
は
と
も
あ
れ
、

漢
筒
上
の

「功」

と
殺
敵
の
軍
功
と
の

A

，h

ニ
-
av
当

、

寸
J

犬
カ

関
係
を
推
測
さ
せ
る
。

漢
衡
の

「功」

は
や
は
り
元
来
は
斬
首
な
ど
の
具
瞳
的
な
軍

個
数
で
数
え
ら
れ
る
の
は

元
来
そ
れ
が
首
切
り
数
な
ど
の

具
睦
的
個
数
を
意
味
し
た
か
ら
で
は
な
か
司
た
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か

の
み
な
ら
ず
、

「務
」
も
或
い
は
元
来
軍
隊
で
の
勤
務
を
指
す
法
律
用
語
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

雲
夢
秦
簡
で
は
次
の
よ
う
に
そ
れ
が

従
軍
の
期
間
(
「
裁
数
」)
を
示
す
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

-
敢
え
て
そ
の
第
の
歳
数
を
深
盆
せ
る
者
は
貸
す
る
こ
と

一
甲
、
総
刀
を
楽
つ
。

-
中
第
律
。

(
秦
律
雑
抄
、

(ロ
〉

一
五
J
一
六
簡
〉

軍
事
と
の
閥
係
は
、

「功」

「第
」
の
語
の
み
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
漢
代
、

そ
れ
ら
を
上
申
す
る
手
績
き
を
「
上
功
」
と
呼
ん
だ
ら

し
く
、

そ
し
て
軍
隊
で
の
手
柄
を
上
申
す
る
こ
と
を
や
は
り
「
上
功
」
と
呼
ん
だ
ら
し
い
。
即
ち
、
論
衡

・
謝
短
篇
に
は
文
吏
へ

の
意
地
悪
な

問
い
か
け
と
し
て
「
之
に
聞
い
て
回
く
、

-
:
・
吏
の
上
功
せ
る
に
伐
閲
名
籍
墨
将
と
日
う
は
、
何
の
指
ぞ
や
、
:
:
:
」
と
あ
る
。
大
庭
氏
の
指

摘
の
通
り
、
こ
こ
に
言
う
伐
閲
名
籍
墨
勝
と
は
先
に
穆
げ
た
居
延
漢
簡

「功
労
墨
勝
名
籍
」

(日〉

籍
に
よ

っ
て
功
労
を
上
申
す
る
こ
と
が
「
上
功
」
と
呼
ば
れ
る
罪
で
あ
る
。

(
功
絡
、
功
墨
〉
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
功
第
墨
賂
名

一
方
、
史
記

・
鴻
唐
俸
に
は
衣
の
よ
う
に
軍
陣
に
お
け
る
首
級
の

上
申
を
同
じ
く

-
上
功
」
と
呼
ん
で
い
る
事
例
が
あ
る
。



唐
、
封
え
て
日
く
、

り
、
之
を
罰
作
せ
し
む
。

且
つ
雲
中
守
向
、

上
功
し
て
首
虜
六
級
を
差
え
る
に
坐
す
、

陛
下
(
文
帯
)
、

之
を
吏
に
下
し
、

其
の
爵
を
削

「
差
六
級
」
と
あ
る
か
ら
明
ら
か
に
こ
の
「
上
功
」
の
内
容
は
戦
闘
に
お
け
る
斬
首
乃
至
捕
虜
の
数
で
あ
る
。

以
上
、
漢
代
官
吏
の
勤
務
日
数
評
債
の
制
度
に
お
い
て
、
軍
陣
で
の
功
績
の
評
債
制
度
と
の
強
い
類
似
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
推
測
的
な
が

(

日

比

)

ら
指
摘
し
た
。
繰
り
返
せ
ば
、
遁
境
の
軍
吏
の
み
な
ら
ず
内
地
の
恐
ら
く
は
戦
闘
と
無
縁
で
あ
ろ
う
官
に
あ
っ
て
さ
え
、
彼
ら
の
勤
務
日
数
は

そ
れ
に
基
づ
い
て
彼
ら
は
昇
進
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
更
に
議
測
さ
れ
る
こ
と
は
次
で
あ
る
。

即
ち
、
元
来
官
僚
の
勤
務
評
債
・
昇
進
の
制
度
は
軍
功
め
評
債
制
度
か
ら
護
生
し
た
、
も
し
く
は
軍
功
の
評
債
の
制
度
が
あ
る
時
期
以
降
官
僚

の
勤
務
評
債
に
ま
で
適
用
さ
れ
た
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
で
あ
れ
、
こ
れ
ら
以
上
の
議
測
を
確
か
め
る
た
め
に
、
前
漢
よ
り
前
に

ま
た
そ
れ
が
官
僚
の
勤
務
評
債
に
形
を
蟹
え
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一軍
を
改

そ
の
よ
う
な
制
度
に
よ
っ
て
評
債
さ
れ
、

遡
り
軍
功
の
評
債
の
制
度
に
つ
い
て
、

め
た
い
。
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先
秦
期
に
お
け
る
軍
功
の
評
債

先
秦
よ
り
漢
に
至
る
軍
功
評
債
の
制
度
に
つ
い
て
は

(
間
以
)

既
に
諸
先
撃
に
よ
り
園
町
制
と
の
関
係
で
あ
る
程
度
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
但

し
、
そ
れ
ら
は
主
に
霞
制
に
関
心
の
比
重
を
置
き
、
官
位
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
尤
も
先
秦
期
に
あ

っ
て
爵
と
官
と
は
必
ず
し
も
分
け
が
た
い
部
分
が
あ
り
、
本
章
で
は
先
撃
の
所
論
と
一
部
重
複
す
る
の
を
承
知
で
、
爵
・
官
及
び
そ
の
他
の
賞

賜
を
も
含
め
て
、
嘗
一
該
時
期
の
軍
功
評
債
・
褒
賞
の
あ
り
方
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

臣
下
の
功
績
に
射
す
る
賞
賜
の
制
度
は
、
遅
く
と
も
西
周
時
代
に
は
既
に
あ
る
程
度
明
確
な
形
で
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
削
ち
、

(
日
山
〉

周
よ
り
春
秋
に
か
け
て
、
舎
盟
の
誓
約
や
戦
陣
で
の
功
績
を
筒
加
に
記
し
て
宗
廟
に
報
告
す
る
策
動
の
儀
趨
が
あ
っ
た
。

凡
そ
公
の
行
く
や
、
宗
廟
に
告
ぐ
。
反
行
す
る
や
、
飲
至
・
舎
鰐
・
策
動
す
る
は
躍
な
り
。

西
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〈
左
停
・
桓
公
二
年
俸〉

(
社
注
目
爵
は
飲
酒
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器
な
り
、
既
に
飲
み
て
爵
を
置
け
ば
則
ち
勤
労
を
策
に
書
す
、
言
う
こ
こ
ろ
有
功
を
速
記
す
な
り
。
)

公
、
耳
目
よ
り
至
る
、
孟
献
子
.
第
を
廟
に
書
す
は
躍
な
り
。

(同

・
袈
公
十
三
年
俸
)

(
杜
注
二
納
品
刀を
策
に
書
す
な
り
。
桓
二
年
俸
に
日
く
一玄

、々、J

策
動
の
文
僚
に
は
賞
賜
も
記
さ
れ
、
そ
れ
が
盟
府
に
識
せ
ら
れ
て
後
代
に
侍
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る。

左
停
に
西
周
よ
り
春
秋
の
話
と
し
て

貌
仲

・
銑
叔
は
王
季
の
穆
な
り
、
文
王
の
卿
土
と
な
り
て
動
は
王
室
に
在
り
、

受
く
る
に
亦
必
ず
盟
僻
あ
り
、
:
:
:
要
は
そ
の
僻
、
晶画に
司
盟
の
府
に
議
せ
ら
る
ベ
し
。
)

盟
府
に
綴
さ
る
。

(
倦
公
五
年
間開〉

(
曾
袋
二
捌
を
以
て
封
を

夫
れ
賞
は
園
の
典
な
り
、
嘱
さ
れ
て
盟
府
に
在
り
、
鹿
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

(
裏
公
十
一
年
俸
、
耳
目
悼
公
日
)

と
あ
る
の
は
、

「動」

「
賞
」
の
記
録
が
盟
僻
と
と
も
に
盟
府
に
蔵
さ
れ
、
後
代
に
ま
で
俸
え
ら
れ
た

こ
と
を
示
す
。
こ
う
し
て
保
存
、
陣
世

さ
れ
た

「動」

「
賞
」
の
記
録
は
、

先
例
故
事
と
し
て

「
園
の
典
」、
開
ち
賞
賜
に
お
け
る
一
つ
の
規
準
と
な
っ
た
ら
し
い
。
春
秋
末
の
例
で
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は
あ
る
が
、
園
語

・
耳
目
語
九
に
魯
昭
公
十
五
年
(
前
五
二
七
〉
に
お
け
る
音
・
中
行
穆
子
の
言
と
し
て

差
同
を
賞
し
姦
を
罰
す
る
は
園
の
憲
法
な
り
。

と
あ
る
「
園
の
憲
法
」
も
同
様
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
成
文
法
の
存
在
を
語
る
誇
で
は
な
い
が

「普
く
闘
を
魚
む

る
者
は
賞
傍
わ
ず
刑
濫
れ
ず
」
(左・

裏
二
十
六
、
聾
子
日
く
〉
の
よ
う
に
賞
罰
に
お
け
る
一
定
の
規
準
は
あ
っ
た
は
ず
で
、
先
代
の
故
事
の
蓄
積

が
そ
の
よ
う
な
規
準
と
な
っ
た
こ
と
を
こ
れ
ら
は
示
す
で
あ
ろ
う
。

こ
う
見
て
き
た
時
、
韓
記
・
祭
統
に

古
え
は
明
君
、
有
徳
に
爵
し
て
有
功
に
旅
す
る
に
、
必
ず
や
偶
蹄
を
大
廟
に
賜
う
、
敢
え
て
専
ら
に
せ
ざ
る
を
示
す
な
り
。

と
あ
る
の
も
廟
前
で
先
代
の
故
事
に
遭
い
「
専
ら
に
せ
ず
」
に
賞
賜
を
行
っ
た
こ
と
を
物
語
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
策
動
、
賞
賜
の
一
連
の
儀
躍
を
詳
細
に
傍
え
る
例
が
、
成

・
康
王
頃
の
も
の
と
さ
れ
る
小
孟
鼎
の
銘
文
で
あ
る
。
川駅
宇
か
多
い

(

口

)

が
、
白
川
静
氏
の
四
伸
文
訓
讃
に
擦
り
以
下
に
部
分
を
掲
げ
る
。

〈
前
略
〉
明
、
王
、
周
廟
に
格
る
。

賓
、
侍
す
。

ぉ

邦
賓
、
其
の
盤
服
を
時
き
、
東
郷
す
。
孟
、
多
勝
を
以
い
て
鬼
方
の
;・

・
を
帯
び
て
、



口
門
に
入
る
。
告
げ
て
日
く
、
王
、
孟
に
命
じ
て
、
口
口
を
以
い
て
鬼
方
を
伐
た
し
め
た
ま
ひ
し
に
、
:
:
:
執
書
二
人
、
獲
蹴
四
千
八
百

口
十
二
臓
、
人
を
倖
す
る
こ
と
高
三
千
八
十
一
人
、
馬
を
倖
る
こ
と
:
:
:
匹
、

車
を
侍
る
こ
と
舟
雨
、
牛
三
百
五
十
五
牛
、
羊
品
川
入
学
を

王
、
:
:
:
孟
、
奔
し
て
稽
首
し

、

酋

を

以

い

て

進

み

、

大

廷

に

師

く

。

人

臓

を
以
て

(
中
略
〉
王
、

口
を
呼
ん
で
孟
に
命
じ
、

停
れ
り
。

門
に
入
り
、
西
放
に
献
じ
、
口
を
以
て
入
り
て
周
廟
に
煉
せ
し
む
。

・:
三
門
に
入
り
、
位
に
中
廷
に
即
き
北
郷
す
。
孟
、
告
ぐ
。

ハ
中
略
)

大
采
、
三
口
、

入
り
て
服
酒
す
。

王
、
廟
に
格
る
。

(
中
略
)
王
、
口
口
を
呼
び
、

孟
に
命
じ
て
殴
を
以
い
て
入
ら
し
む
。

殴
を
搬
す
に

口
聞
を
以
て
す
。

こ
こ
に
そ
の
翌
日
乙
酉
、
三
事
大
夫
、

入
り
て
服
酒
す
。

王
、
廟
に
格
り
、

高
す
。
王
の
邦
賓
侍
す
。
王
、
命
じ
て
、
孟
に
:
:
:
弓
一

・

矢
百
・
重
戟
一
・
貝
胃
一
・
金
干
一

・
戒
免
二

・
矢
霊
入
を
賞
せ
し
む
。

〈
後
略
〉

白
川
氏
の
解
穫
に
よ
れ
ば
、
最
初
に
大
廷
に
て
周
王
へ
の
戦
果
報
告
(
告
援
)
、

へ
の
告
捷
と
戦
利
品
の
搬
入
が
な
さ
れ
た
後
、
翌
日
に
策
動
と
賞
賜
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
銘
よ
り
、

早
く
周
初
に
お
け
る
荘
重
な

策
動
儀
躍
の
貫
在
が
確
認
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
弓
矢
、
甲
由
同
等
の
象
徴
的
賜
物
が
孟
の
獲
誠
四
千
八
百
徐
、
倖
虜
高
三
千
八
十

断
耳
の
献
上
〈
献
獄
)
が
行
わ
れ、

つ
い
で
中
廷

・
廟
中
で
廟
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一
人
と
い
っ
た
軍
功
と
ど
の
よ
う
な
封
臆
開
係
に
あ
る
の
か
、
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
恐
ら
く
、
先
述
の
よ
う
に
先
代
の
故
事
が

一
定
の
規
範

を
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
の
明
確
な
規
定
は
も
と
よ
り
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
告
捷
献
臓
の
事
例
は
春
秋
時
代
に

(
刊
日
〉

も
多
見
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
も
な
お
事
情
は
同
様
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
こ
と
も
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
春
秋
以
前
に
確
認
さ
れ

る
諸
例
は
い
ず
れ
も
貴
族
を
賞
賜
の
劃
象
と
し
、
戦
園
以
後
の

一
般
兵
卒
を
劃
象
と
し
た
制
度
と
直
接
に
は
連
績
し
な
い
。
し
か
し
、

先
例
の

蓄
積
が
次
第
に
春
秋
末
に
は
「
園
の
典
」
「
園
の
憲
法
」
と
し
て
慣
習
法
化
し
て
き
た
こ
と
は
、
次
の
時
代
に
お
け
る
成
文
法
の
先
駆
を
な
す

も
の
と
し
て
注
意
し
て
よ
い
。
先
引
亙
国
語
中
、

「
園
の
憲
法
」
と
し
て
「
稽
善
」
と
併
置
さ
れ
る
「
罰
姦
」
即
ち
刑
法
が
、
同
時
期
に
他
な
ら

(
四
)

ぬ
亙
目
、
や
鄭
で
「
刑
鼎
」
と
し
て
成
文
化
を
見
て
い
る
事
寅
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

683 
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こ
う
い
っ
た
前
代
以
来
の
流
れ
を
承
け
戦
園
期
、
兵
制
の
祭
化
に
仲
け
い
、
軍
功
許
債
の
制
度
の
上
で
大
き
な
劃
期
と
な
っ

た
の
が
一商
鞍
の
獲

法
で
あ
ろ
う
。
即
ち
史
記
・
荷
君
列
俸
に

「
軍
功
有
る
者
は
各
々
率
を
以
て
上
国
肘
を
受
く」

と
記
す
一商
鞍
の
軍
功
賜
留
の
制
度
に
つ
い
て
、
韓

非
子
・
定
法
篇
に
は
秦
の
「
一商
君
の
法
」

を
恐
ら
く
は
多
分
に
模
式
化
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一商
君
の
法
に
臼
く
、
一
首
を
斬
る
者
は
傷
一
級
、
官
と
焦
る
を
欲
す
る
者
は
五
十
石
の
官
と
潟
す
。
二
首
を
斬
る
者
は
爵
二
級、

官
と
昂

る
を
欲
す
る
者
は
百
石
の
官
と
鯖
す
。
官
留
の
進
む
る
は
斬
首
の
功
と
相
い
稀
う
な
り
、

と
。

同
様
の
軍
功
に
よ
る
昇
級
の
制
度
を
、

一商
君
書
・
境
内
篇
は
よ
り
詳
細
に
決
の
よ
う
に
記
す
(
原
文
は
脱
誤
字
が
多
く
そ
の
ま
ま
で
は
讃
め
な
い
た

(
初
〉

一
態
好
並
隆
司
氏
の
復
元
に
従
っ
て
掲
げ
る
〉
。

め

能
く
減
を
攻
め
口
巴
を
闇
み
、
斬
首
八
千
以
上
な
れ
ば
則
ち
論
に
盈
ち
、
野
戦
は
斬
首
二
千
な
れ
ば
則
ち
論
に
盈
つ
、
吏
の
操
及
び
校
自
り

以
上
大
将
ま
で
、
輩
く
行
聞
の
吏
を
賞
す
る
な
り
、
故
の
霞
公
士
な
る
や
就
き
て
上
造
と
震
し
、
放
の
僧
上
造
な
れ
ば
就
き
て
箸
裳
と
震

し
、
故
の
伺
町
替
且
設
な
れ
ば
就
き
て
不
更
と
掃
し
、
故
の
伺
肘
不
更
な
れ
ば
就
き
て
大
夫
と
篤
し
、

吏
を
傍
し
て
豚
尉
と
矯
せ
ば
則
ち
虜
六
を

賜
い
五
千
六
百

〔
銭
〕
を
加
え
、
爵
大
夫
に
し
て
園
治
と
震
れ
ば
就
き
て
官
大
夫
と
帰
す
、
故
の
傍
官
大
夫
な
れ
ば
就
き
て
公
大
夫
と
爵

- 44ー

す
、
・
:
能
く
侵
(
甲
?
〉
首
一
級
を
得
る
者
は
、
簡
を
賞
す
る
こ
と
一
級
、

回

一
頃
を
盆
し
宅
九
(
五
0
・)
畝
を
盆
し
、
庶
子

一
人
を
除

し
て
乃
ち
兵
官
の
吏
に
入
る
を
得
。

緯
非
子
引
く

「一商
君
の
法
」
に
模
式
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

一商
鞍
の
制
定
に
偲
託
さ
れ
る
(
貧
際
に
は
前
後
長
い
期
間
に
亙
る
形
成
の
過
程
が

あ
っ
た
は
ず
だ
が
)
軍
功
賜
健
制
に
お
い
て
、
従
軍
者
は
戦
闘
で
の
首
級
に
雁
じ
て
段
階
的
に
俸
を
輿
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
の
み
な

(

幻

)

も
し
く
は
爵
の
代
わ
り
に
、
段
階
的
に
官
位
が
興
え
ら
れ
た
と
い
う
。
軍
功
に
針
す
る
賞
賜
と
し

ら
ず
、
希
望
者
に
射
し
て
は
留
に
麿
じ
て
、

二
次
的
に
官
位
、か
興
え
ら
れ
て
い
る
貼
、

官
位
に
劃
す
る
爵
の
比
重
の
高
さ
を
見
て
取
る
べ

き

(

幻

)

か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
で
官
位
と
爵
位
の
開
係
、
そ
の
歴
史
的
推
移
に
つ
き
詳
細
に
検
討
し
得
る
だ
け
の
準
備
は
未
だ
な
い
が
、

軍
功
に
腔
じ

(

m

A

)

 

つ
い
で
附
簡
的
な
が
ら
官
位
が
昇
級
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

て
こ
こ
で
は
第
一
に
傍
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な

軍
功
に
庭
じ
た
段
階
的
な
爵

て
段
階
的
に
爵
位
が



(
及
び
附
障
的
な
が
ら
官
〉
の
昇
級
制
度
が
、
先
に
述
べ
た
前
漢
に
お
け
る
勤
務
評
債
制
度
の
原
型
を
な
す
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
。
更
に
、

附
随
的
で
は
あ
り
な
が
ら
官
秩
の
昇
紐
が
行
わ
れ
て
い
る
所
に
は
、
軍
功
爵
と
同
様
の
身
分
標
識
と
し
て
官
秩
の
機
能
し
始
め
て

い
た
こ
と
が

見
て
取
れ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
前
漢
に
入
る
と
身
分
標
識
と
し
て
の
官
秩
の
優
勢
は
決
定
的
に
な
る
が
、
そ
の
濫
鱒
が
既
に
こ
こ
に
明
瞭
に

認
め
ら
れ
る
。

出
土
史
料
で
も
、

ほ
ぼ
同
時
期
の
秦
固
に
お
け
る
軍
功
評
債
の
制
度
は
雲
夢
秦
簡
に
見
え
る
。

従
軍
は
嘗
に
第
を
以
て
論
じ
及
び
賜
う
ベ
し
。
未
だ
奔
せ
ず
し
て
死
し
、
罪
あ
り
て
法
も
て
そ
の
後
を
耐
濯
し
、
及
び
法
も
て
耐
遜
せ
ら

る
者
は
、
皆
そ
の
爵
及
び
賜
を
受
く
る
を
得
ず
。
そ
の
己
に
奔
し
、
賜
は
未
だ
受
け
ず
し
て
死
し
及
び
法
も
て
耐
濯
せ
ら
る
者
は
、
賜
を

予
う
。

軍
届
酎
律
(
秦
律
十
八
種
、

一
五
三
J
一
五
四
筒
〉

即
ち
従
軍
中
の
「
第
」
が
「
論
」

H
審
査
・
認
定
さ
れ
た
上
で
霞
及
び
賜
物
の
賜
興
が
な
さ
れ
る
き
ま
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
従
軍
の
功
績

き
は

に
制
到
す
る
賞
輿
と
し
て
ま
ず
鰐
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
但
し
別
文
で
就
官
に
闘
す
る
規
定
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
こ
こ
で
注
意
す
ベ

(

M

)

 

「
銃
刀
」
が
漢
代
と
同
じ
よ
う
に
日
数
を
内
容
と
す
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
に
穆
げ
た
雲
夢
秦

評
債
の
封
象
た
る
従
軍
の
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筒
・
中
努
律
よ
り
分
か
る
。

-
敢
え
て
そ
の
第
の
歳
敷
を
深
盆
せ
る
者
は
、
貸
す
る
こ
と

一
甲
、
第
を
棄
つ
。
-
中
第
律
。

一
定
期
聞
の
従
軍
自
躍
が
同
様
に
論
功
行
賞
の
封
象
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
戦
闘
に
直
接
に
は

(

お

)

開
わ
ら
な
い
、
後
方
支
援
の
吏
卒
ら
は
専
ら
こ
う
し
た
勤
務
日
数
に
よ
っ
て
評
債
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、

そ
れ
な
く
し
て
彼
ら
の
働
き
を
期
待

軍
陣
に
お
け
る
誠
首
の
功
は
無
論
の
こ
と
、

す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

緯
非
子
「
一
商
君
の
法
」
や
商
一
君
書
が
俸
え
る
秦
法
の
理
念
に
よ
れ
ば
、
兵
卒
は
元
来
斬
首
の
功
に
よ

っ
て
評
債
褒
賞
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

た
。
寅
際
に
は
殺
敵
の
機
舎
に
興
り
得
な
い
こ
れ
ら
多
く
の
兵
卒
ら
を
評
債
褒
賞
す
る
た
め
に
は
、
従
っ
て
、
何
ら
か
の
形
で
彼
ら
の
働
き
を
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斬
首
の
功
に
讃
み
替
え
て
や
る
必
要
が
あ
る
。
前
漢
末
期
、
官
吏
の
勤
務
日
数
「
務
」
を
「
功
」
に
換
算
し
た
の
と
同
様
に
、
数
年
の
勤
務
を
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(

お

〉

斬
首
の
功
に
讃
み
替
え
る
こ
と
が
既
に
統

一
泰
以
前
、

秦
園
の
軍
功
褒
賞
制
度
に
於
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
過
り
無
い
と
し
た
と
き
、

「労
」
か
ら

「功」

へ
の
讃
替
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
評
債
針
象
の
寅
質
的

内
容
が
具
値
的
軍
功
か
ら
機
減
的
勤
務
日
数
へ
と
幾
わ
っ
た
こ
と
の
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
吏
卒
の
勤
務
期
聞
が
「
功
」

と
い
う
明
確

な
単
位
に
換
算
さ
れ
る
こ
と
で
そ
れ
は
軍
功
評
債
の
盟
系
の
も
と
許
債
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
遅
々
と
し
て
で
は
あ
れ
、
彼
ら
は
一
律
か
つ
自

動
的
に
僧
位
及
び
官
位
を
昇
級
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

前
漢
に
お
け
る
鑓
化
1

1
飼
よ
り
官
位
へ
、
軍
功
よ
り
勤
務
日
数
へ
||

前
章
一
で
確
認
し
た
、
先
秦
に
お
け
る
軍
功
評
債
と
そ
れ
に
臆
じ
た

(
爵
位
な
い
し
官
位
)
昇
級
の
制
度
が
漠
代
に
入
り
レ
か
に
し
て
官
僚
の

勤
務
日
数
に
躍
じ
た
昇
進
の
制
度
と
な
っ
て
い
く
か
、
そ
の
、
過
程
を
本
章
で
は
検
討
す
る
。
も
と
よ
り
明
確
な
史
料
は
な
く
、
多
分
に
推
測
を

諸
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
漢
-一初
に
あ

っ
て
は、

軍
功
に
臆
じ
て
爵
を
輿
え
ら
れ
た
事
例
は
少
な
く
な
い
。

史
記

・
奨
噌
俸
に
そ
れ
が
多
見
す

る
の
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
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交
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

高
祖
の
浦
公
と
な
る
や
噌
を
以
て
舎
人
と
矯
す
。
:
・
:
舗
敵
、
斬
首
十
五
組
、
爵
園
大
夫
を
賜
る
。

:・
:
城
を
攻
め
先
登
、
斬
首
二
十
三

紐
、
簡
・
列
大
夫
を
賜
る
。
:
:
:
斬
首
十
六
紐
、
上
開
霞
を
賜
る
。
:
:
:
舗
敵
、
斬
首
十
四
級
、
捕
虜
十

一
人
、
伺
酎
・

五
大
夫
を
賜
る
。

:
:
:
舗
敵
先
登
、
候
一
人
・
首
六
十
八
級
を
斬
り
、
捕
虜
二
十
七
人
な
る
を
以
て
筒

・
卿
を
賜
る
。
:
・

先
登
、
斬
首
八
級
、
捕
虜
四
十

四
人
、
簡
を
賜
り
賢
成
君
に
封
銑
せ
ら
る
。
:
:
:
舗
敵
、
斬
首
二
十
四
級
、
捕
虜
四
十
人
な
る
を
以
て
、

重
封
を
賜
る
。

・
・:
晶一一阜
卒
の
軍

陵
を
好
時
に
撃
ち
、
城
を
攻
め
先
登
陥
陣
、
勝
令
丞
各
一
人
・
首
十
一
級
を
斬
り
、
虜
二
十
人
、
郎
中
騎
終
に
遜
る
。
秦
の
車
騎
を
壌
東

蓬
り
て
将
軍
と
な
る
。

こ
れ
ら
が
、
先
に
見
た
先
秦
の
制
度
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

に
撃
つ
に
従
い
、
都
敵
、

ま
た
先
に
翠
げ
た
史
記
鴻
唐
俸
の
事
例

「
雲
中
守



向
、
坐
上
功
首
虜
差
六
級
、
陛
下
下
之
吏
、
制
其
筒
、
罰
作
之
」
は
冨
谷
至
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
首
級
不
賓
の
故
に
誤
っ
て
多
く
輿
え
ら
れ
た

(

幻

)

爵
を
返
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
一
帝
の
時
期
に
も
軍
功
に
よ
り
確
か
に
霞
は
授
け
ら
れ
て
い
た
。
更
に
降
っ
て
前
漢
末
期
の
も
の
と
さ
れ
る
青
海

上
孫
家
集
漢
簡
に
は
軍
功
賜
留
の
詳
細
な
規
定
が
断
片
的
に
見
え
、
こ
れ
が
嘗
時
有
数
な
規
定
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
前
漢
末
に
あ
っ
て
も
依

然
、
先
秦
以
来
の
軍
功
賜
爵
の
制
度
は
存
績
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
一
方
、
右
の
奨
噌
停
中
、
軍
功
に
よ
り
官
位
を
昇
級
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
記
載
の
あ
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
る
。
師
ち
、
斬
首
捕
虜

っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
漢
初
に
軍
功
に
よ

っ
て
官
を
興
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ

の
功
に
よ
り
彼
は
「
郎
中
騎
絡
に
遜
り
」

「
遁
り
て
賂
軍
と
篤
」

る
事
例
は
史
記
・
高
組
功
臣
侯
者
年
表
に
多
見
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
既
に
先
秦
期
の
規
定
で
、
軍
功
に
よ
っ
て
震
の
み
な
ら
ず
官
位
を
も
(
附
障
的
な
が
ら
〉
興
え
ら
れ
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で

あ
る
。
貫
例
に
徴
し
て
も
、
早
く
は
秦
昭
裏
王
十
四
年
(
前
ニ
九
三
〉
に
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。

そ
の
明
年
(
昭
王
十
四
年
〉
、
白
起
、
左
更
と
な
り
韓
・
競
を
伊
闘
に
攻
め
、
斬
首
二
十
四
高
、
ま
た
そ
の
賂
・
公
孫
喜
を
虜
え
五
城
を
抜

く
。
起
、
謹
り
て
園
尉
と
な
る
。
河
を
渉
り
て
韓
の
安
邑
以
東
を
取
り
乾
河
に
到
る
。
明
年
、
白
起
、
大
良
造
と
な
る
。

由
起
は
軍
功
に
よ
り
「
遜
り
て
園
尉
と
篤
」
り
そ
の
後
大
良
造
の
簡
に
進
級
し
て
い
る
。
嘗
時
の
秦
爵
は
特
に
高
爵
に
於
い
て
は
官
と
未
分
化

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
園
尉
は
恐
ら
く
爵
競
で
は
な
く
明
ら
か
に
官
競
で
あ
ろ
う
。
軍
功
に
よ
り
官
披

(及
び
そ
れ
に
伴
う
官
位
〉
を
興
え

ら
れ
る
事
例
が
既
に
戦
園
期
に
見
え
る
誇
で
あ
る
。
但
し
こ
の
と
き
彼
が
同
時
に
爵
を
授
け
ら
れ
た
可
能
性
は
否
定
し
な
い
。

漢
初
以
降
も
、
軍
功
に
劃
す
る
官
位
授
輿
の
事
例
は
次
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
元
来
霞
位
に
附
随
し
て
、
も
し
く
は
代
替
的
に
輿

え
ら
れ
て
い
た
官
位
が
、
少
な
く
と
も
史
籍
上
で
は
曾
位
と
同
等
も
L
く
は
そ
れ
以
上
に
頻
り
に
興
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
漢
に
入
っ
て
以
降
の
簡
の
著
し
い
Y

機
能
低
下
、
そ
れ
に
伴
う
身
分
標
識
と
し
て
の
官
位
の
優
越
と
い
っ
た
周
知
の
事
情
と
表
裏
を
な

す
に
違
い
な
い
。
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呉
・
楚
の
反
く
や
、
結
に
詔
し
て
賂
と
矯
す
e

河
聞
の
丘
ハ
を
絡
い
て
呉
・
楚
を
撃
ち
功
有
り
、
奔
し
て
中
尉
と
漏
る
。
三
歳
に
し
て
軍
功

- 47ー
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を
以
て
、
孝
景
前
六
年
中
に
結
を
封
じ
て
建
陵
侯
と
震
す
。

(
史
記

・
衡
結
俸
)

天
子
、
高
里
し
て
伐
て
る
が
震
に
其
の
過
を
録
せ
ず
、
乃
ち
詔
を
下
し
て
日
く
、
「
・
:
試
師
将
軍
貴
利
、
阪
の
罪
を
征
討
し
、
大
宛
に

伐
勝
す
。
:
:
:
其
れ
庚
利
を
封
じ
て
海
西
侯
と
矯
し
、

ロ巴
八
千
戸
を
食
ま
し
め
よ
」
と
。
叉
た
郁
成
王
を
斬
れ
る
者
、
越
弟
を
封
じ
て
新

時
侯
と
魚
す
。
軍
正
の
越
始
成
、
功
最
も
多
し
、
光
旅
大
夫
と
震
る
。
上
官
築、

敢
え
て
深
入
し
、
少
府
と
信
用
る
。
李
移
、
計
謀
あ
り、

上
策
太
守
と
焦
る
。
箪
官
吏
の
九
卿
と
焦
る
者
三
人
、
諸
侯
相

・
郡
守
・
二
千
石
は
百
除
人
、
千
石
以
下
は
千
除
人
。
奮
行
せ
る
者
は
官

そ
の
望
を
過
ぎ
、
通
過
を
以
て
行
く
者
は
皆
な
其
の
傍
を
開
く
。
士
卒
は
直
を
賜
る
こ
と
四
前
向
銭
。

(漢
書
・
李
庚
利
停
)

辛
慶
忌
、

字
は
子
員
、
少
く
し
て
父
の
任
を
以
て
右
校
丞
と
信
用
り
、
長
羅
侯
常
恵
に
随
い
て
烏
孫
赤
谷
城
に
屯
回
し
、

教
侯
と
戦
い
、
陥

陳
郡
一敵
す
。
恵
、
其
の
功
を
奏
し
、
奔
し
て
侍
郎
と
漏
り
校
尉
に
遜
る
、
吏
土
を
将
い
て
鷲
番
園
に
屯
す
c

ハ
漢
書

・
辛
慶
忌
停
)

卒
伍
を
以
て
軍
に
従
い
、
数
ば
西
域
に
出
で
、
是
に
由
り
て
郎
と
震
る。

(
漢
書
・
鄭
士
口
停
〉

践
と
そ
れ
に
伴
う
官
位
)
の
賜
輿
に
際
し
て
、

嘗
然
考
え
得
る
こ
と
は
次
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
ら
官
位
の
賜
興
に
お
レ
て
も
、
軍
功
に
到
す
る

- 48一

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
戦
園
末
か
ら
前
漢
特
に
漢
初
に
か
け
、
頻
繁
な
戦
闘
に
伴
い
盛
ん
に
行
わ
れ
た
、
軍
功
に
劃
す
る
官
位

(
正
確
に
言
え
ば
官

論
功
行
賞
で
あ
る
以
上
、
先
越
の
よ
う
な
偶
位
の
賜
興
と
同
様
の
手
踏
き
が
と
ら
れ
た
に
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
軍
功
に
腔

じ
て
段
階
的
に
官
位
を
輿
え
る
制
度
が
、
箪
功
賜
簡
の
制
度
を
原
型
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
遅
く
と
も
戦
園
末
よ
り
統

一
秦
に
か
け
て
の
頃
に
は
出
来
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
推
定
す
る
根
擦
は
、
軍
功
賜
簡
の
際
と
同
様
、
軍
功
に
感
じ
て
段
階
的
に
官
位
を
興
え
る
規
定
が
、

以
下
に
傘
げ
る
よ
う
に
先
秦
J
後

漢
初
に
数
例
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る。

慨
に
先
に
、
韓
非
子
定
法
篇
引
く
「
一
商
君
の
法
」
に
お
い
て
、
軍
功
に
臨
応
じ
て
二
次
的
な
が
ら
段
階

的
に
官
位
の
興
え
ら
れ
る
こ
と
を
見
た
。
多
分
に
誇
張
と
単
純
化
の
想
像
さ
れ
る
こ
の
記
載
が
、
前
回
世
紀
中
葉
の
一
商
鞍
襲
法
を
そ
の
ま
ま
に

(
叩
品
〉

侍
え
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
定
法
篇
の
成
書
し
た
と
さ
れ
る
統
一
秦
前
夜
の
頃
の
貫
態
を
あ
る
程
度
反
映
し
た
も
の
に
は
違
い
な
い
。

や
や
降
っ
て
前
漢
最
初
期
の
も
の
と
さ
れ
る
先
述
の
張
家
山
漢
簡

「
功
令
」

か
ら
も
、

詳
し
い
内
容
が
分
か
ら
な
い
た
め
確
言
は
で
き
な
い



が
、
軍
功
に
臆
じ
た
段
階
的
な
官
位
昇
進
の
制
度
が
嘗
時
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。
更
に
降
っ
て
後
漢
最
初
期
の
居
廷
漢
簡

に
、
「
捕
斬
旬
奴
虜
反
売
購
賞
科
別
」
と
題
さ
れ
る
十
五
枚
か
ら
成
る
(
完
結
し
て
は
お
ら
ず
挽
簡
あ
り
〉
加
書
が
あ
る

(B
.
p
.
F
二
二
日
二

(

m

m

)

 

二
二
l
二
三
五
、
六
九
二
)
。
同
加
書
に
つ
い
て
は
藤
田
氏
に
よ
る
従
来
の
研
究
の
紹
介
と
包
括
的
な
分
析
が
あ
る
た
め
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
り
、

こ
こ
で
は
一
部
を
奉
げ
る
に
止
め
る
。

-
其
生
捕
得
歯
豪
王
侯
君
長
勝
率
者
一
人
図
吏
増
秩
二
等
従
奴
興
購
如
此

其
斬
旬
奴
持
率
者
終
百
人
以
上
一
人
購
銭
十
高
吏
増
秩
二
等
不
欲
信
用
図

有
能
生
捕
得
旬
奴
開
候
一
人
吏
増
秩
二
等
民
輿
購
銭
十
図

図
人
命
者
除
其
罪

-
有
能
生
捕
得
反
売
従
徴
外
来
鶏
開
侯
動
静
中
園
兵
欲
窟
盗
殺
略
人
民
吏
増
秩
二
等
民
輿
購
銭
五
蔦
従
奴
官
興
購
如
此

E
.
p
.
F
一
一二

一
二
三
三

E 

P 

F 

E 

p
l
F
一コ
T
二
二
四

E 

P

F

一
二一

一
二
二
五

(
-
含
豪
・
王
侯
・
君
長
・
終
寧
を
生
け
捕
り
に
す
れ
ば
、
一
入
賞
た
り
:
・
・
、
吏
な
ら
秩
を
二
等
増
加
す
る
。
従
奴
に
は
賞
金
を
輿
え
る
こ
と
通
例
の
通

り
。
一
一
二
三
/
旬
奴
の
賂
卒
を
斬
首
し
た
場
合
、
そ
れ
が
百
人
以
上
の
賂
な
ら
一
人
嘗
た
り
賞
金
十
寓
銭
、
吏
は
秩
二
等
を
増
加
。
〔
吏
と
な
る
の
を
?〕

欲
し
な
い
場
合
は
:
:
:
二
一
一
四
/
伺
妓
の
ス
パ
イ
一
人
を
生
け
捕
り
に
で
き
れ
ば
吏
は
秩
二
等
を
増
加
、
民
は
賞
金
十

〔蔦
銭
〕
を
賜
奥
。
:
・
・
の
者
は
そ

の
罪
を
許
す
。
一
一
一
一
五
/
塞
外
か
ら
来
た
反
発
で
、
ス
パ
イ
と
な
っ
て
中
園
の
兵
の
勤
務
を
窺
っ
た
り
冠
盗
殺
略
を
行
お
う
と
す
る
者
を
生
け
捕
れ
ば
、
吏

は
秩
二
等
を
増
加
、
民
は
賞
金
五
寓
銭
。
従
奴
そ
の
他
へ
の
賞
金
に
つ
い
て
は
通
例
通
り
。
二
三
三
)
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
吏
増
秩
二
等
」
の
語
で
あ
る
。
即
ち
、
官
吏
の
場
合
、

斬
首
す
れ
ば
秩
二
等
が
増
加
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
も
や
は
り
、
軍
功
に
臨
応
じ
て
段
階
的
に
官
位
を
昇
進
さ
せ
る
規
定
が
見
ら
れ
る
。
無
論

(
初
〉

藤
田
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
別
文
で
賜
簡
規
定
の
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
し
な
い
が
、
雨
者
の
関
係
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

一
定
数
以
上
の
旬
奴
や
売
の
君
長

・
斥
候
を
生
け
捕
り
乃
至

以
上
、
統
一
秦
の
頃
よ
り
前
漢
末
に
至
る
ま
で
、
軍
功
に
磨
じ
た
官
位
の
段
階
的
な
昇
級
の
規
定
が
あ

っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

軍
功
の
多

寡
に
臨
応
じ
て
段
階
的
に
官
位
が
輿
え
ら
れ
る
貼
、
軍
功
に
劃
す
る
爵
位
の
賜
輿
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
漢
代
に
お
け
る
軍
功
に
よ
る
官
位
昇
進

の
制
度
が
、
軍
功
賜
慢
の
制
度
を
も
と
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
。
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以
上
を
確
認
し
た
上
で
、
官
吏
の
軍
功
に
よ
る
昇
進
制
度
と
、
勤
務
日
数
に
よ
る
昇
進
制
度
と
の
閥
係
を
再
び
考
え
る
。

一
章
で
、
前
漢
末

期
の
漢
簡
に
見
ら
れ
る
「
功
」
と
「
務
」
の
評
債
に
よ
る
官
吏
の
昇
進
制
度
は

「功
」

「
努
」
や
「
上
功
」
と
い
っ
た
用
語
や
手
績
き
に
於

い
て
軍
功
の
評
債
の
制
度
に
き
わ
め
て
似
る
こ
と
を
述
べ
た
。

こ
こ
ま
で
見
て
く
れ
ば
、

雨
者
の
関
係
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

前
者

は
、
前
漢
初
に
は
既
に
確
立
さ
れ
て
い
た
、
軍
功
に
よ
る
官
位
昇
進
の
制
度
を
原
型
と
し
て
、
も
し
く
は
そ
れ
に
卒
行
し
て
、
形
成
さ
れ
た
に

E

、
:
、
。

吋
珪

L
チ
ん
し

た
だ
、
こ
の
雨
者
の
開
に
は
一
見
大
き
な
遣
い
が
あ
る
。
卸
ち
最
初
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
漢
簡
の
「
功
」

「第
」
は
と
も
に
軍
と
は
無
縁

な
官
僚
の
通
常
の
勤
務
日
政
(
H
H
労
〉
乃
至
そ
れ
よ
り
換
算
さ
れ
る
も
の

(1
功
)
で
あ
り
、
軍
障
に
お
け
る
殺
敵
の
功
や
勤
務
日
放
と
は
異
な

る
、
と
い
う
酷
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
見
か
け
の
相
違
に
過
ぎ
な
い
。
先
に
、

雲
夢
秦
簡
に
於
い
て
一

定
期
間
の
従
軍

「努
」
自
瞳
が
軍
陣

で
の
斬
首
の
功
と
同
様
、
論
功
行
賞
の
針
象
た
り
得
る
こ
と
を
見
、
更
に
そ
の
よ
う
な
「
努
」
が
斬
首
の
功
に
読
み
替
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る

そ
の
封
象
が
戦
園
末
よ
り
漢
初
の
戦
飢
期
、
官
僚
の
通
常
勤
務
の

こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
従
軍
期
聞
が
評
債
針
象
と
な
り
得
る
以
上
、
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期
間
に
ま
で
敷
宿
さ
れ
た
の
は
ご
く
自
然
の
趨
勢
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
蓋
し
そ
の
時
期
に
あ
っ
て
、
官
僚
の
通
常
の
勤
務
と
軍
隊
で
の
勤
務
、

雨
者
は
分
か
ち
が
た
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

(
M
U
)
 

封
象
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
そ
の
際
、
彼
ら
の
勤
務
日
放
は
兵
卒
の
そ
れ
と
同
様
、
斬
首
の
功
に
積
み
替
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
漠
代

か
く
し
て
官
僚
の

一
定
期
聞
の
通
常
勤
務
が
、
軍
功
と
同
等
に
王
権
へ
の
奉
仕
と
し
て
評
債
の

官
吏
の
勤
務
日
数
「
傍
」
を

「功」

に
誼
み
替
え
る
、
そ
の
起
源
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

前
段
で
、
前
漢
に
入
っ
て
以
降
、

軍
功
に
よ
る
官
位
の
授
興
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、

質
際
に
は
戦
闘
に
よ

っ
て
軍
功
に
興

か
り
得
る
機
舎
は
漢
初
以
降
激
減
し
た
は
ず
で
あ
る
。
多
く
の
官
僚
は
、
軍
功
以
上
に
通
常
の
勤
務
回
数
に
よ

っ
て
昇
進
を
遂
げ
る
よ
う
に
な

っ
た
に
違
い
な
い
。
文
一帝一
期
以
降
し
ば
し
ば
見
え
る
そ
れ
ら
の
事
例
は
大
庭
氏
の
事
例
さ
れ
る
所
だ
が
、

功
に
よ
る
昇
進
制
度
の
名
残
が
な
お
形
を
と
ど
め
て
い
た
の
で
あ
る。

そ
の
手
績
き
の
上
に
は
か
つ
て
の
軍

以
上

官
僚
が
一
定
期
間
の
通
常
勤
務
を
評
債
さ
れ
、

そ
れ
に
臆
じ
て
段
階
的
に
昇
進
し
て

い
く
制
度
が
遅
く
と
も
漢
初
に
は
成
立
を
見



た
。
そ
れ
は
軍
陣
で
の
寧
功
に
鹿
じ
て
段
階
的
に
昇
進
す
る
制
度
を
原
型
と
し
、
一
定
の
歴
史
的
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た。

や
や
極
言
す
れ
ば
、
官
秩
に
随
っ
た
段
階
的
な
昇
進
制
度
は
、
軍
功
寓
制
の
整
然
と
し
た
階
級
構
造
ー
ー
そ
の
原
型
は
軍
陵
内
の
軍
職
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
ー
ー
を
媒
介
と
し
て
初
め
て
成
立
し
た
と
も
言
え
る
。

そ
の
出
現
に
は
春
秋
末
よ
り
漢
に
至
る
官
僚
制
の
形
成
過
程
が
色
濃

く
反
映
し
て
い
る
と
議
想
さ
れ
る
が
、
届
酎
制
と
の
関
連
の
上
で
そ
の
過
程
を
詳
し
く
検
討
す
る
準
備
は
あ
い
に
く
今
は
な
い
。
と
も
あ
れ
そ
う

し
て
形
成
さ
れ
た
、

功
次
に
よ
る
自
動
的
な
昇
進
制
度
の
存
在
を
以
て
初
め
て
、

「
佐
史
よ
り
丞
相
に
至
る
ま
で
十
二
高
二
百
八
十
五
人
」

「秦
漢
」
統
一

一帝園
の
出
現
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
こ

〈
漢
書
百
官
公
卿
表
〉
か
ら
な
る
官
人
機
構
を
安
定
し
て
運
轄
し
与え
た
は
ず
で
あ
る。

う
し
た
制
度
が
現
れ
た
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
そ
の
制
度
が
以
後
も
護
展
的
に
纏
承
さ
れ
、
唐
制
を
経
て
更
に
日
本
の
選
絞
令
に
も
取

り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。
但
し
そ
こ
か
ら
如
何
に
し
て
次
の
六
朝
期
の
貴
族
的
官
制
が
形
成
さ
れ
て
い
く
か
、
そ
の
過
程
と

論
理
を
追
求
す
る
こ
と
は
次
の
課
題
に
属
す
る
が
、
最
後
に
一
雁
の
展
望
を
述
べ
て
結
び
に
代
え
た
い
。

結
び
に
代
え
て
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一
意
で
掲
げ
た
疑
問
、
官
吏
の
勤
務
日
数
「
務
」
を
「
功
」
と
い
う
全
く
別
の
単
位
に
讃
み
替
え
る
詳
は
、
以
上
で
あ
る
程
度
説
明
で
き
た

こ
と
と
思
う
。
か
つ
て
の
軍
功
褒
賞
の
制
度
が
そ
こ
に
形
骸
的
に
名
残
を
と
ど
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
或
い
は
、
前
漢
末
期
に
お
い
て
な
お
、

ハ
ロ
)

軍
功
と
官
僚
の
通
常
の
勤
務
と
は
同
一
の
盟
系
の
も
と
評
債
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
か
り
に
形
骸
的
で
あ
れ
、
勤
務
日
数
を
わ
ざ
わ

ざ
軍
功
に
讃
み
替
え
る
所
に
、
軍
功
と
そ
れ
に
よ
る
昇
進
を
な
お
貴
ぶ
首
時
の
人
の
逼
念
を
窺
え
る
よ
う
に
思
う。

し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
通
念
は
い
つ
の
頃
か
ら
か
薄
れ
て
き
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、

次
の
記
事
か

ら
は
、
後
漢
の
は
じ
め
既
に
軍
功
に
よ
る
昇
進
の
卑
賎
観
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

建
武
三
年
、

ま
た
戚
江
に
至
り
、
因
り
て
積
湾
将
軍
停
俊
の
東
の
か
た
揚
州
を
拘
る
に
遇
う
。
俊
、

素
よ
り
惇
の
名
を
聞
け
ば
乃
ち
之
を

櫨
請
し
、
上
り
て
将
兵
長
史
と
魚
し
、
授
く
る
に
軍
政
を
以
て
す
e
:
:
:
七
年
、
俊
、
京
師
に
還
り
、
之
を
上
り
て
論
ぜ
ん
と
す
る
も
、
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僚
、
軍
功
を
以
て
位
を
取
る
を
恥
じ
、
遂
に
僻
し
て
郷
里
に
蹄
る
。

(後
漢
書
列
俸
十
九
郵
惇
)

「軍
功
を
以
て
位
を
取
る
を
恥
じ
」
た
彼
の
態
度
は

「
是
よ
り
先
、
吏
に
軍
功
多
く
、
車
服
な
お
軽
」
く
(漢
書
景
一
一
帝
紀
〉
或
い
は

「景

・
武

の
時
、
軍
功
を
以
て
放
に
封
侯
せ
ら
る
者
多
」

か
っ
た
(
漢
書
叙
停
、
師
古
注
〉
と
レ
う
前
漢
前
期
に
は
考
え
難
い
こ
と
で
あ

っ
た
だ
ろ
う。

こ

う
し
た
幾
化
の
生
じ
た
背
景
に
は
、
前
漢
後
期
よ
り
後
漢
に
か
け
て
の
儒
数
の
普
及
、
儒
雅
な
教
養
官
入
居
の
形
成
と
い

っ
た
周
知
の
事
情
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
仲
い
、
勤
務
年
数
を
「
功
」
に
讃
み
替
え
る
如
き
、

後
世
か
ら
す
れ
ば
奇
妙
な
制
度
も
疲
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
ろ

〈お〉
ぅ
。

こ
う
し
て
、

勤
務
期
聞
に
よ
り
自
動
的
に
官
人
た
ち
が
昇
進
し
う
る
よ
う
に
な

っ
て
初
め
て
、

彼
ら
は

(あ
く
ま
で
原
則
上
で
は
あ
る

が
〉
本
人
の
能
力
如
何
や
有
勢
者
の
恋
意
に
闘
わ
ら
ず
誰
も
が
安
定
し
て
一
定
の
昇
進
経
路
を
た
ど
り
う
る
よ
う
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。
但
し

誰
も
が
そ
の
よ
う
な
一
定
の
コ
1

ス
を
歩
む
の
で
は
、
膨
大
化
す
る
官
僚
機
構
に
あ

っ
て
、
官
僚
の
上
層
部
は
老
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
武
一
帝

以
後
の
、
孝
厳
科
を
は
じ
め
と
す
る
察
穆
制
度
の
整
備
が
、
そ
こ
に
風
穴
を
あ
け
安
定
的
に
優
秀
な
人
材
を
得
る
こ
と
を
目
的
の

一
つ
と
し
た

(

川

品

)

こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
う
し
て
、
孝
厳
茂
才
、
治
劇
等
の
科
目
に
臆
じ
得
た
優
秀
な
人
材
は
、
や
が
て
向
書
の
詮
選
の
形
成
に
伴
い
、

(お〉

故
事
」
に
従

っ
て

一
定
の
固
定
化
し
始
め
た
昇
進
コ
ー
ス
を
機
械
的
に
歩
む
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う。

「向
書
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一
方
、
そ
れ
ら
に
臆
じ
得
な
い
大
字
の

凡
人
た
ち
は
エ
リ
ー
ト
コ

i
ス
よ
り

一
級
下
が
る
官
途
を
歩
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
器
ノ
綿
問
筒
「
長
吏
名
籍
」
に
見
え
る
豚
丞
脈
尉
ら
は
ま
さ

し
く
そ
の
よ
う
な
者
た
ち
で
あ
ろ
う
。

数
例
あ
る
秀
才
〈
茂
才
〉
に
よ
る
昇
進
が
い
ず
れ
も
大
豚
の
豚
令
に
限
ら
れ
、

勝
長
丞
尉
の
場
合
殆
ど

「
以
功
溢
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
秀
才
の
患
に
よ
る
昇
進
と
功
次
に
よ
る
通
常
の
昇
進
、
雨
者
の
聞
に
優
劣
の
あ
っ
た
明
謹
で
あ
る
。
こ
う

し
て
、
出
身
に
腔
じ
て
幾
種
類
か
の
差
等
あ
る
昇
進
コ

l
ス
群
の
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
次
の
時
代
に
お
け
る
貴
族
的
官
制
の
出
現
を
も

(お〉

た
ら
し
た

一
因
で
あ

っ
た
と
致
想
さ
れ
る
。
そ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
九
品
官
人
法
の
成
立
に
至
る
事
情
と
も
関
連
し
て
、
機
を
改
め
て
検
討
し

て
い
b

ざ
た
い
。

註(

1

)

 

大
庭
倫
「
漢
代
に
お
け
る
功
次
に
よ
る
昇
進
」

(
同
氏
『
秦
漢
法
制

史
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
、
所
枚
〉
。



(
2
〉
拙
稿
「
漢
代
察
事
制
度
の
位
置
|
特
に
考
課
と
の
関
連
で
|」(『
史

林
』
七
十
九
谷
六
鋭
、
一
九
九
六
年
)
。

(
$
)
連
雲
港
市
博
物
館
他
『
歩
湾
漢
墓
繍
旗
』
(
中
筆
書
局
、
一
九
九
七

年
)
、
及
び
『
予
淘
漢
墓
簡
臓
綜
論
』
(
科
皐
出
版
社
、
一
九
九
九
年
)

所
枚
・
李
解
民
「
《
東
海
郡
下
稽
長
吏
名
籍
》
研
究
」
。

〈
4
)

こ
れ
ら
の
表
題
は
次
の
よ
う
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

「
.
右
以
詔

書
二
千
石
賜
労
名
籍
」
〈
E
・
p
・
T
五

一
日
四
一
九
三

(
5
〉
同
氏
前
掲
論
文
。

(
6
〉
「
西
漢
的
功
労
、
関
関
制
度
」
(
同
氏
『
軍
功
爵
制
研
究
』
上
海
人

民
出
版
社
、
一
九
九

O
年
、
所
牧
)
。

(
7
〉

「
唐
延
漢
街
中
的
"
功
"
輿
"
努
"
」
(
『
文
物
』

一
九
九
五
|
四
)。

ハ
8
)

功
燃
と
は
、
後
述
の
功
労
墨
終
名
籍
の
略
。

(

9

)

『
文
史
』一一
一
六
、
一
九
九
二
年
。

(
M
N
)

「
江
陵
張
家
山
雨
座
漢
墓
出
土
大
批
竹
筒
」
(
『
文
物
』
一

九
九
二

-
九
)
。

(
江
)
後
掲
註
(
お
)
も
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
ロ
)
以
下
、
雲
夢
秦
簡
の
簡
番
鋭
は
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組

『
睡
虎

地
秦
墓
竹
筒
』
(
文
物
出
版
社
、
一
九
九
O
年
〉
に
援
る
。

(
日
)
漢
簡
中
に
は

「
上
功
」

の
語
が
幾
例
か
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
こ
の
よ
う
な
功
労
の
申
請
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ

る。
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呑
遼
候
長
放
昨
日
詣
官
上
功
不
持
射
具
蛍
曾
月
廿
八
日
部
遼
不
及

到
部
謹
持
寄
詣
官
射
七
月
了
亥
蚤
食
入
ニ

O
三
・
一
八

〈
呑
遠
候
長
の
放
は
昨
日
候
官
に
出
頭
し
功
を
上
申
し
た
が
、

そ
の
時
射
具
を
携
帯
し
て
い
な
か
っ
た
。
今
月
廿
八
日
に
再
出

頭
す
べ
き
で
あ
る
が
、
部
署
が
遠
く
関
に
合
わ
な
い
。
そ
こ
で

努
で
代
用
し
て
候
官
に
て
射
撃
の
試
験
を
行
っ
た
。
七
月
丁

亥
、
蚤
食
の
時
に
出
頭
。
)

こ
の
例
で
は
射
具
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、

候
官
に
出
頭
し
て
の
「
上
功
」
の
際
に
は
或
い
は
射
撃
の
試
験
も
な
さ

れ
た
ら
し
い
。
七
月
と
あ
り
、
秋
射
の
時
期
と
し
て
は
適
嘗
で
あ
る
。

秩
射
の
成
績
に
際
じ
て
功
令
第
四
十
五
に
基
づ
き
賜
奪
労
が
な
さ
れ
た

か
ら
、
功
労
の
申
請
と
同
時
に
秋
射
の
試
験
が
行
わ
れ
、

そ
こ
で
賜
奪

さ
れ
た
労
の
教
と
併
せ
て
記
録
が
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る。

(

M

)

藤
田
高
夫
氏
も
類
似
の
指
摘
を
し
て
い
る
(
「
漢
代
の
軍
功
と
爵
制
」

『
東
洋
史
研
究
』
五
三
|
三
、
一
九
九
四
年
〉
。

〈
日
〉
守
屋
美
都
雄

「漢
代
爵
制
の
源
流
と
し
て
見
た
る
一
商
鞍
爵
制
の
研

究
」
(
同
氏
『
中
園
古
代
の
家
族
と
園
家
』
東
洋
史
研
究
舎
、

一
九
六

八
年
、
所
収
〉
、
李
開
元
「
前
漢
初
年
に
お
け
る
軍
功
受
盆
階
層
の
成

立
|
「
高
脅
一
五
年
詔
」
を
中
心
と
し
て
|
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
九
九
|

一
て
一
九
九

O
年
〉
、
大
庭
僑
「
漢
爵
に
関
係
あ
る
漢
筒
」
(
同
氏

『
漢
簡
研
究
』
同
朋
合
、
一
九
九
二
年
、
所
枚
)
、
藤
田
氏
前
掲
論
文
、

朱
氏
前
掲
著
な
ど
。

〈
日
)
春
秋
の
策
勅
が
戦
闘
の
軍
功
賜
爵
の
租
型
を
な
す
こ
と
を
阪
に
西
嶋

定
生
氏
も
指
摘
し
て
い
る
。
同
氏
『
中
園
古
代
脅
園
の
形
成
と
構
造
』

(
東
大
出
版
舎
、
一
九
六
一
年
〉
第
五
章
第
二
節
。

(
口
)
同
氏

『金
文
通
穆
』
巻
一
下
(
白
鶴
美
術
館
、
一
九
六
六
年
〉
器
番

貌
六
二
(
器
本
櫨
は
今
日
既
に
失
わ
れ
る
)
。
な
お
段
切
り
は
引
用
者

の
意
に
よ
る
。

(
四
〉
こ
こ
に
取
り
上
け
た
小
孟
鼎
の
他
、
段
周
時
代
の
金
文
に
見
え
る
賞
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賜
に
つ
い
て
は
賞
然
偉
「
段
周
青
銅
器
賞
賜
銘
文
研
究
」
(
同
氏
『
段

周
史
料
論
集
』
香
港
三
聯
蓄
広、

一
九
九
五
年
、
所
枚
〉
が
康
く
例
を

集
め
、
ま
た
春
秋
時
代
に
つ
い
て
は
場
希
枚

「
先
祭
諸
侯
受
降
献
捷
輿

遮
停
制
度
考
」
(
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
二
十
七
、

一
九
五
六
年
〉
が
左
俸
に
見
え
る
献
捷
の
事
例
を
集
め
る
。

(
日
)

例
え
ば
簡
明
で
目
配
り
の
利
い
た
概
説
と
し
て
姻
敏

一
「
中
園
に
お

け
る
律
令
法
山
内
の
形
成
ー
そ
の
概
要
と
問
題
黙
|
」
(
『
中
園
律
令
制

の
展
開
と
そ
の
園
家

・
祉
舎
と
の
関
係
l
周
遊
諸
地
域
の
場
合
を
含
め

て
|
』
唐
代
史
研
究
舎
、
一

九
八
四
年
、
所
牧
)
。

(
初
)
好
並
隆
司
『
一
商
君
書
研
究
』
(渓
水
社
、
一
九
九
二
年
)
三

O
八
l

一
一
一
一
九
頁
。
な
お
、
境
内
筋
の
成
害
年
代
に
つ
い
て
好
並
氏
は
早
く
と

も
悪
文
王
(
前
一一一一一一七
J
一
一
一
一
一
五
年
〉
以
降
と
さ
れ
る
が
下
限
は
不
明

で
あ
る
。

一
筋
の
み
を
取
り
上
げ
て
そ
の
成
害
年
代
を
議
論
す
る
よ
り

も
、
諸
家
の
設
を
整
理
し
た
上
で
諸
君
書
全
伎
の
成
害
年
代
を
紀
元
前

二
六

0
1
二
三
三
年
頃
と
す
る
の
が
安
嘗
、
と
す
る
守
屋
氏
の
常
識
的

剣
断
(
同
氏
前
掲
論
文
)
に
こ
こ
で
は
従
っ
て
お
き
た
い
。

(
幻
〉
先
の
斡
非
子
「
商
君
の
法
」
に
よ
れ
ば
爵
が
輿
え
ら
れ
た
上
で
そ
れ

に臨応
じ
て
官
位
が
輿
え
ら
れ
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
忠
一子
競
令
篇
に

は
、
閃
諜
(
候
〉
へ
の
褒
賞
と
し
て
賜
傍
も
し
く
は
{
昆
μ
、
と
二
者
擦

一
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

設
候
:
:
:
必
重
裂
候
:
:
:
反
相
参
審
信
、
厚
賜
之
。
候
三
開設三

信
、
霊
賜
之
。
不
欲
受
賜
而
欲
篤
吏
者
、
許
之
二
百
石
之
吏
。
其

不
欲
篤
吏
而
欲
受
構
賞
棟
、
皆
如
前
。

(孫
諮
譲
目
、
線
上
疑
蛍

有
爵
{
子
)

同
筋
の
成
書
に
つ
い
て
、
渡
逢
卓
氏
は

「
恵
文
王
前
後
か
ら
そ
の
園

に
入
っ
た
鍾
者
の
手
に
よ
っ
て
書
き
つ
が
れ
、
秦
一帯一
園
の
統
一
前
後
ま

で
に
は
成
立
し
た
」
と
す
る

(同
氏

『
古
代
中
園
思
想
の
研
究
|

〈
孔

子
俸
の
形
成
〉
と
儒
塁
集
闘
の
思
想
と
行
動
|
』
(創
文
位
、

一
九
七

三
年
)
第
三
部
第
一

編
第
二
章
)。

(
辺
)
守
屋
氏
は
、

「お
そ
ら
く
斬
首
の
功
あ
っ
た
人
は
一
律
に
爵
を
賜
わ

っ
て
入
官
資
格
を
得
、
そ
の
有
国
肘
者
が
入
官
す
る
と
き
は
そ
の
爵
の
上

下
に
比
例
し
て
巡
骨
固
な
官
が
輿
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
」
と
す
る
(
前
掲
論
文
)
。
一

方
、
好
並
氏
は
史
記
一一商
君
列
停
記

す
一
商
一
鉄
製
法
に
官
位
授
輿
の
記
載
が
な
く
、
商
君
書
境
内
篇
に
は
庶
子

授
官
の
規
定
が
見
え
、
韓
非
子

「一両一
君
の
法
」
に
至
り
明
瞭
に
授
官
を

記
す
こ
と
か
ら
、
三
者
の
開
に
時
開
的
嬰
遜
を
想
定
す
る
(
前
掲
書
〉
。

但
し
出
入
記
が
前
回
世
紀
中
棄
の
祷
紋
努
法
を
史
貨
に
忠
買
に
記
し
た
と

も
思
わ
れ
ず
、
ま
た
境
内
篇
の
成
書
年
代
に
つ
い
て
も
緯
非
子
を
大
き

く
遡
る
か
疑
わ
し
い
(
前
註
(
加
〉
)
故
、

に
わ
か
に
は
従
い
難
い
。
春

秋
峨
園
聞
に
お
け
る
官

・
爵
の
関
係
と
そ
の
推
移
に
つ

い
て
は
、
諸
文

献
の
周
到
な
史
料
批
剣
を
踏
ま
え
た
上
で
、兵
制
と
軍
隊
編
成
の
同
炭
化
、

俸
部
抑
制
と
官
秩
制
の
形
成
、
更
に
君
主
に
よ
る
財
源
把
渥
の

一
元
化
、

等
の
諸
方
面
よ
り
多
角
的
か
つ
柔
軟
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
お
)
同
様
の
間

・
官
の
関
係
は
、
先
引
一商
君
書
か
ら
も
断
片
的
な
が
ら
窺

え
る。

即
ち
、
「
吏
を
爵
し
て
燃
尉
と
篤
せ
ば
:
:
:
爵
大
夫
に
し
て
園

治
局
れ
ば
」
に
あ
る
豚
尉
は
官
名
と
し
て
雲
夢
秦
衡
に
も
見
え
、
ま
た

園
治
の
稽
鋭
は
他
に
例
を
見
な
い
が
、
或
い
は
守
屋
氏
の
言
う
よ
う
に

(
先
引
同
氏
論
文
)
こ
れ
が
園
尉
の
談
り
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
や
は

り
一
図
の
軍
政
長
官
と
し
て
の
官
名
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
園
尉
の

官
名
は
後
に
引
く
白
起
の
軍
功
昇
進
の
事
例
に
も
見
え
、
或
い
は
こ
の
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境
内
篇
の
規
定
通
り
に
寅
際
に
軍
功
も
て
昇
進
し
た
事
例
が
白
起
の
そ

れ
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
こ
の
前
後
に
は
守
屋
氏
の
補
う
よ

う
に
何
ら
か
の
誤
院
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
意
を
解
し
が

た
い
。
一
腹
、
私
は
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
前
後
の
句
造
り
か
ら
「
爵
大

夫
而
震
園
治
」
を
「
故
爵
大
夫
」
に
改
め
(
「
故
」
を
補
い
「
而
信
用
園

治
」
を
他
所
か
ら
紛
れ
た
街
字
と
解
す
。
園
治
が
園
尉
だ
と
し
て
大
夫

の
爵
位
に
比
し
高
す
ぎ
る
と
思
え
る
)
、
次
の
よ
う
に
四
拝
し
て
お
く
。

「
も
と
の
爵
が
不
更
で
あ
っ
た
ら
、
大
夫
の
爵
に
昇
級
す
る
。
そ

の
場
合
、
吏
と
な
る
を
希
望
し
て
鯨
尉
と
な
っ
た
者
な
ら
捕
虜
六

人
と
五
千
六
百
銭
を
加
賜
さ
れ
る
。
も
と
の
爵
が
大
夫
で
あ
っ
た

な
ら
、
官
犬
夫
の
爵
に
昇
級
す
る
。
」

こ
の
解
簿
が
正
し
い
か
否
か
は
と
も
か
く
、
賜
爵
の
規
定
に
挟
ま
っ

て
就
官
の
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
事
寅
ら
し
い
。

(
制
品
)
整
理
小
組
は
こ
の
「
努
」
を
単
に
「
努
績
」
と
す
る
の
み
だ
が
ハ
註

(
ロ
〉
前
掲
書
)
、
国
ロ
-24弓
Am

氏
は

r
R
r
r
J
R
H
E
m
-同
「
。
間
同
O
H
'

i
n
o
と
註
す
る

(NN258r
。
、
。
可
営
』
い
RH8・円。』内目。ロ日開・』・

切
江
口
・
]
「
由
∞
♂
司
・
∞
M
)

。

(
お
)
無
論
、
上
級
の
士
宮
ら
の
場
合
に
は
、
部
下
の
功
に
庸
応
じ
て
論
功
行

賞
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
夙
に
守
屋
氏
前
掲
論
文
、

及
び
大
庭
氏
註
(
日
)
論
文
、
藤
田
氏
註
(
日
比
)
論
文
が
指
摘
す
る
。

ハmm
〉
例
え
ば
、
尉
綾
子
・
兵
令
篇
下
に
敗
軍
の
罰
と
し
て
土
卒
の
軍
功
あ

る
者
は
奪
一
級
、
な
き
者
は
成
三
年
と
さ
れ
る
の
は
、
首
級
一
級
(
こ

の
級
と
は
賞
賜
と
し
て
の
爵
で
あ
る
よ
り
も
手
柄
と
し
て
の
首
級
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
)
と
従
軍
三
年
の
等
債
性
を
語
る
も
の
か
も
知
れ
な

・ν

三
軍
大
戦
、
若
大
賂
死
、
而
従
吏
五
百
人
以
上
不
能
死
敵
者
斬
、

大
賂
左
右
近
卒
在
陳
中
者
皆
斬
、
徐
士
卒
有
軍
功
者
奪
一
級
、
無

軍
功
者
成
三
歳
。

な
お
銀
雀
山
漢
筒
・
兵
令
篇
で
は
「
奪
一
級
」
を
「
奪

一
功
」
に
作

り
、
皐
な
る
書
き
誤
り
で
な
い
と
し
て
、
首
級
一
級
を
「
功
」
と
も
呼

ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
漢
制
に
お
い
て
努
四
歳
よ
り
讃

み
替
え
ら
れ
る
所
の
「
功
」
が
元
来
首
級
一
級
主
意
味
し
た
こ
と
の
、

こ
れ
は
一
傍
誼
と
も
な
ろ
う
。
但
し
一
一
一
歳
と
四
歳
の
蓬
い
は
あ
る
。

(
幻
)

冨
谷
至
『
秦
漢
刑
罰
制
度
の
研
究』

(
同
朋
合
、
一

九
九
八
年
)
第

N
編
第

一
章
。

(
お
〉
木
村
英

一
『
法
家
思
想
の
研
究
』
(
弘
文
堂
書
房
、

一
九
四
四
年
)

附
録
「
韓
非
子
考
誼
」
。

〈mm
〉
「
漢
衡
中
に
見
え
る
軍
功
賞
賜
に
つ
い
て
」
(
『
古
代
文
化
』
四
五

ー
七
、

一
九
九
三
〉
。

(

m

剖
)
私
は
こ
の
頃
既
に
賜
爵
と
は
全
く
別
個
に
官
位
が
輿
え
ら
れ
て
い
た

と
務
測
す
る
が
、
断
言
す
る
だ
け
の
材
料
を
現
在
持
た
な
い
。
上
孫
家

実
績
と
の
関
係
も
含
め
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

〈
引
札
〉
漢
初
の
恵
帯
元
年
に
民
爵
一
級
と
並
ん
で
「
中
郎
・
郎
中
の
六
歳
に

満
つ
る
者
は
爵
三
級
、
四
歳
は
二
級
、
外
郎
の
六
歳
に
満
つ
る
は
二

級
、
中
郎
の
一
裁
に
満
た
ざ
る
は
一
級
」
の
爵
位
が
賜
自
問
さ
れ
て
い
る

(漢
書
惑
帯
紀
)
の
も
、
郎
吏
の

一
定
期
間
の
勤
務
が
評
領
さ
れ
て
の

こ
と
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
後
漢
に
は
逆
に
民
爵
賜
輿

(
人
ご
と
に
二
級
〉
に
際
し
て
「
吏
に
更
努
一
歳
」
を
賜
興
し
た
例
が

あ
る
(
後
漢
書
桓
一
帝
紀
、
建
和
元
年
)
。
恵
脅
紀
の
事
例
は
、
漢
初
に

郎
吏
の
労
数
裁
が
爵
一
級
に
値
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
と
も
に
、
桓
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一帝
紀
の
事
例
か
ら
は
爵
の
債
値
下
落
に
伴
い
、
吏
へ
の
賞
賜
と
し
て
爵

二
級
の
代
わ
り
に
品
目
一
段
の
賜
輿
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
因
み
に
、
同
様
に
慶
事
に
際
し
て
官
吏
に
勢
数
品
酬
を
賜
興
す
る
例

は
、
南
朝
に
も
見
ら
れ
る
。

(
天
監
)
八
年
正
月
、
輿
駕
親
洞
南
郊
、
赦
天
下
、
内
外
文
武
各

賜
労
一
年
。
(
梁
書
武
一
帝
紀

・
中〉

(
天
監
)
十
年
春
正
月
辛
丑、

輿
鴛
親
洞
南
郊
、
大
赦
天
下
、
唐

局
治
事
賜
労
二
年
。
(
同
右
〉

南
朝
で
も
官
吏
の
勤
務
日
数
を
「
努
」
と
呼
ん
だ
こ
と
は
後
掲
註
(
お
)

の
遜
り
。

(

M

M

)

一
一軍
に
穆
げ
た
麿
延
八
九

・
二
四
簡
に
見
え
る
「
功
五
」
は
、
そ
の

例
か
も
知
れ
な
い
。

(
お
)
一
方
、
官
吏
の
勤
務
日
数
を

「
努
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
南
朝
ま
で
残

つ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
少
々
摩
例
す
れ
ば
、

博
士
太
常
、
結
菟
照
論
、
論
、
坐
杖
管
五
十
、
奪
労
百
目
。
(
南

珊
門
書
三
十

一
・
江
論
)

(
梁
律
〉
叉
有
八
等
之
差
、
一
日
菟
官

・
加
杖
督
一
百
、

二
日
菟

官
、
三
日
奪
勢
百
日

・
杖
督
一
百
、
:
・
(
惰
書
刑
法
志
)

(
引
品
)
孝
康
科
の
設
置
を
要
請
す
る
董
仲
径
の
言
葉
は
、
そ
れ
を
一示
す
も
の

で
あ
る
。:

:
:
古
之
所
謂
功
者
、
以
任
官
稽
職
篤
差
、
非
謂
積
日
累
久
也
、

・
:
・今
則
不
然
、
累
日
以
取
賢
、
積
久
以
致
官
、
・
:
臣
愚
以

潟
、
使
諸
列
侯
郡
守
二
千
石
各
揮
其
吏
民
之
賢
者
、
品
回
献
各
二
人

以
給
術
、
旦
以
槻
大
臣
之
能
、

・・:
:
(
漢
書
萱
仲
傍
俸
〉

尤
も
こ
う
い
う
初
期
の
理
念
が
や
が
て
官
僚
制
の
惰
力
で
形
骸
化
す

る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
章
-帝一建
初
元
年
の

詔
「
夫
郷
寧
里
遺
、
必
累
功

労
」
(
後
漢
書
本
紀
)
を
摩
げ
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
。

(
お
〉
向
書
に
よ
る
鐙
選
鐙
制
の
形
成
、
そ
の
準
則
と
し
て
の
向
書
故
事
に

つ
い
て
は
拙
稿
「
向
蓄
の
錠
衡
の
成
立
|
漢
代
に
お
け
る
「
選
家
」
の

再
検
討
|
」
(
『
史
林
』
七
十
八
谷
四
説
、

一
九
九
五
年
)
で
述
べ
た
。

(
お
)

筆
者
の
考
え
の
一
部
は
、

一
九
九
八
年
度
の
東
洋
史
研
究
舎
大
倉
に

て
口
頭
で
設
表
し
た
。
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〔
附
記
〕
本
稿
は
、
卒
成
十
一
年
度
文
部
省
科
摩
研
究
費
補
助
金
(
特
別
研

究
員
奨
励
費
)
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。



and Bai Can was adopted for the rank holders implies that the aristocra-

ticrank was also,though barely, effectiveto protectthem from fallinginto

slavery in case the labor punishment was imposed.

THE FORMATION OF THE SENIORITY-BASED

　　　　　　　

PROMOTION SYSTEM

　　　　　　　　　　　　　　　

Sato Tatsuro

　　

It has already been known that most of the officialswere promoted by

completing ａ certain term of service in the Han period.　This paper

investigatesthe process of formation of thissystem, through which eχplains

the specificcharacter of the seniority system of Han dynasty compared

with similar systems of later periods, and intends to clarify its historical

significance｡

　　

At first,the recent view that an officialgained one ｇｏｎｇ功(merit)

for promotion through ａ four-year term of service in the Han period is

reconfirmed. The author supposes that the ｇの7g was originally the unit

to count severed heads, and hence surveys the historicalprocess through

which the gong changed its meaning from the unit counting sevｅｒedheads

to the four-year term of service. We can see traces of this process in the

Han system｡

　　

The establishment of the seniority system through such ａ process can

be considered to have stabilizedbureaucracy and have 石χedthe officials'

promoting routes,and can be estimated to be one of the factors forming

aristocraticbureaucracy later.

ECONOMIC POLICIES IN THE CHOSUN DYNASTY

SUKAWA Hidenori

　　

This report attempts toｅχplainthe economic and politicalreasons that

contributed to the comparatively sluggish trade in the Chosun dynasty. I
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